
 

 

法律第百一号（平一五・六・二〇） 

  ◎密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律 

 （密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正） 

第一条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十

九号）の一部を次のように改正する。 

  目次を次のように改める。 

 目次 

  第一章 総則（第一条・第二条） 

  第二章 防災街区整備方針（第三条） 

  第三章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進 

   第一節 建築物の建替えの促進（第四条―第十二条） 

   第二節 延焼等危険建築物に対する措置（第十三条―第二十九条） 

   第三節 都市基盤整備公団の業務の特例（第三十条） 

  第四章 特定防災街区整備地区（第三十一条） 

  第五章 防災街区整備地区計画等 

   第一節 防災街区整備地区計画（第三十二条―第三十三条） 

   第二節 防災街区整備権利移転等促進計画（第三十四条―第三十九条） 

   第三節 防災街区計画整備組合 

    第一款 総則（第四十条―第四十四条） 

    第二款 事業（第四十五条―第四十七条） 

    第三款 組合員（第四十八条―第六十一条） 

    第四款 管理（第六十二条―第八十七条） 

    第五款 設立（第八十八条―第九十六条） 

    第六款 解散及び清算（第九十七条―第百四条） 

    第七款 監督（第百五条―第百九条） 

    第八款 雑則（第百十条―第百十五条） 

   第四節 建築物の敷地と道路との関係の特例（第百十六条） 

  第六章 防災街区整備事業 

   第一節 総則（第百十七条―第百十九条） 

   第二節 防災街区整備事業に関する都市計画（第百二十条・第百二十一条） 

   第三節 施行者 

    第一款 個人施行者（第百二十二条―第百三十二条） 

    第二款 防災街区整備事業組合 

     第一目 通則（第百三十三条―第百三十五条） 

     第二目 設立（第百三十六条―第百四十三条） 

     第三目 管理（第百四十四条―第百六十二条） 



 

 

     第四目 解散（第百六十三条・第百六十四条） 

    第三款 事業会社（第百六十五条―第百七十八条） 

    第四款 地方公共団体（第百七十九条―第百八十七条） 

    第五款 都市基盤整備公団等（第百八十八条―第百九十条） 

   第四節 防災街区整備事業の施行 

    第一款 測量、調査等（第百九十一条―第二百条） 

    第二款 権利変換手続 

     第一目 手続の開始（第二百一条―第二百三条） 

     第二目 権利変換計画（第二百四条―第二百十八条） 

     第三目 権利の変換（第二百十九条―第二百二十七条） 

     第四目 土地の明渡し等（第二百二十八条―第二百三十四条） 

     第五目 防災施設建築物の建築等の特例（第二百三十五条―第二百四十三

条） 

     第六目 工事完了等に伴う措置（第二百四十四条―第二百五十三条） 

     第七目 権利変換手続の特則（第二百五十四条―第二百五十七条） 

    第三款 個人施行者等の事業の代行（第二百五十八条―第二百六十二条） 

    第四款 費用の負担等（第二百六十三条―第二百六十六条） 

    第五款 雑則（第二百六十七条―第二百八十条） 

  第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置（第二百八十一条―第二百八十八

条） 

  第八章 防災街区整備推進機構（第二百八十九条―第二百九十二条） 

  第九章 雑則（第二百九十三条―第三百条） 

  第十章 罰則（第三百一条―第三百二十一条） 

  附則 

  第一条中「再開発」の下に「又は開発整備」を加える。 

  第二条中「この法律において」を「この法律（第十号に掲げる用語にあっては、第

四十八条を除く。）において、」に改め、同条第九号に次のただし書を加える。 

    ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 

  第二条第九号を同条第十四号とし、同条第八号中「都市計画法（昭和四十三年法律

第百号）第四条第十四項に規定する公共施設」を「道路、公園その他政令で定める公

共の用に供する施設」に改め、同号を同条第十号とし、同号の次に次の三号を加える。 

  十一 都市施設 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第五項に規定する

都市施設をいう。 

  十二 都市計画施設 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。 

  十三 都市計画事業 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。 

  第二条中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号



 

 

の次に次の二号を加える。 

  四 防災公共施設 密集市街地において特定防災機能を確保するために整備される

べき主要な道路、公園その他政令で定める公共施設をいう。 

  五 防災街区整備事業 密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的か

つ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び

建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並

びにこれに附帯する事業をいう。 

  第二条に次の一号を加える。 

  十五 借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明

らかなものを除く。 

  「第二章 防災再開発方針」を「第二章 防災街区整備方針」に改める。 

  第三条を次のように改める。 

 第三条 都市計画法第七条第一項の市街化区域内においては、都市計画に、密集市街

地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らか

にした防災街区の整備の方針（以下「防災街区整備方針」という。）を定めるもの

とする。 

  一 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（以下

「防災再開発促進地区」という。）及び当該地区の整備又は開発に関する計画の

概要 

  二 防災公共施設の整備及びこれと一体となって特定防災機能を確保するための建

築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の整備に関する計画の概要 

 ２ 国及び地方公共団体は、防災街区整備方針に従い、計画的な再開発又は開発整備

による防災街区の整備を促進するため、第三十一条第一項の特定防災街区整備地区、

第三十二条第一項の防災街区整備地区計画、第二百八十一条第一項の施行予定者を

定める防災都市施設等の都市計画の決定、防災街区整備事業又は防災公共施設の整

備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

  第四条第三項中「賃借権」を「借家権」に改め、「（一時使用のため設定されたこ

とが明らかなものを除く。）」を削る。 

  第十三条第一項中「若しくは準防火地域」を「（以下単に「防火地域」という。）、

同号の準防火地域（以下単に「準防火地域」という。）」に改め、「同法第八条第一

項第五号の」を削る。 

  第十五条第二項中「区分所有権の」を「区分所有権（以下単に「区分所有権」とい

う。）の」に改め、同条第四項中「賃借権（一時使用のため設定されたことが明らか

なものを除く。）」を「借家権」に改める。 

  第三十条を削る。 

  第三十一条の見出しを削り、同条第一項中「、その」を「その」に、「促進するた



 

 

め」を「促進し、又は当該都市計画区域内において防災都市施設（防災街区整備方針

に即して都市施設として整備すべき防災公共施設をいう。以下同じ。）の整備を図る

ため」に改め、同条第二項中「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律（平成九年法律第四十九号）」を「密集市街地整備法」に、「密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第二項」を「密集市街地整備法第三十

条第二項」に、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条

第一項」を「密集市街地整備法第三十条第一項」に改め、第三章第三節中同条を第三

十条とする。 

  第百二十五条中「第四十二条第二項」の下に「又は第百三十五条第二項」を加え、

同条を第三百二十一条とする。 

  第百二十四条第一項中「組合の役員又は清算人は、」を「計画整備組合の役員又は

清算人を」に改め、同項第一号、第七号及び第十二号中「組合」を「計画整備組合」

に改め、同条を第三百十六条とし、同条の次に次の四条を加える。 

 第三百十七条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人

施行者（法人である個人施行者を除く。）又は法人である個人施行者の役員若しく

は清算人を二十万円以下の過料に処する。 

  一 第百二十九条第三項の規定に違反したとき。 

  二 第二百七十八条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載す

べき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 

  三 第二百七十八条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。 

  四 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。 

 第三百十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業

組合の理事、監事又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 

  一 事業組合が防災街区整備事業以外の事業を営んだとき。 

  二 第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第六項の規定に

違反して、監事が理事又は事業組合の職員と兼ねたとき。 

  三 第百五十一条若しくは第百五十四条第四項において準用する都市再開発法第三

十一条第一項、第三項若しくは第四項の規定又は第百五十三条第三項において準

用する同法第三十一条第三項若しくは第四項の規定に違反して総会、総会の部会

又は総代会を招集しなかったとき。 

  四 第百五十七条第二項において準用する第百二十九条第三項の規定又は第百六十

三条第三項の規定に違反したとき。 

  五 第百六十四条において準用する都市再開発法第四十七条又は第四十九条に規定

する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。 

  六 第百六十四条において準用する都市再開発法第四十八条の規定に違反して事業

組合の残余財産を処分したとき。 



 

 

  七 第二百七十八条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載す

べき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 

  八 第二百七十八条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。 

  九 都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、

不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。 

  十 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。 

 第三百十九条 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第五項の規定

に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかっ

た者は、二十万円以下の過料に処する。 

 第三百二十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業

会社の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 

  一 第百七十二条第二項において準用する第百二十九条第三項の規定に違反したと

き。 

  二 第二百七十八条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載す

べき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 

  三 第二百七十八条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。 

  四 市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。 

  五 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。 

  第百二十三条中「組合」を「計画整備組合」に、「二十万円」を「三十万円」に改

め、同条を第三百十三条とし、同条の次に次の二条を加える。 

 第三百十四条 第百九十五条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を

移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三十万円以下の罰

金に処する。 

 第三百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 

  一 第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定に違

反して、届出をしないで土地又は土地及びこれに定着する建築物等を有償で譲り

渡した者 

  二 第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の届出につ

いて、虚偽の届出をした者 

  三 第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第四項の規定に違

反して、同項の期間内に土地又は土地及びこれに定着する建築物等を譲り渡した

者 

  第百二十二条中「前条」を「第三百四条から前条まで」に、「同条の刑」を「各本

条の罰金刑」に改め、同条を第三百十二条とし、同条の前に次の三条を加える。 

 第三百九条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為

をした個人施行者（法人である個人施行者を除く。）又は法人である個人施行者の



 

 

役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。 

  一 第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若

しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 

  二 第二百六十八条第二項又は第二百六十九条第一項の規定による都道府県知事の

命令に違反したとき。 

  三 第二百六十九条第一項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたと

き。 

 第三百十条 事業組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為を

した役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。 

  一 第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若

しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 

  二 第二百六十八条第二項又は第二百七十条第三項の規定による都道府県知事の命

令に違反したとき。 

  三 第二百七十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は

妨げたとき。 

 第三百十一条 事業会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為

をした役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。 

  一 第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若

しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 

  二 第二百六十八条第二項又は第二百七十一条第三項の規定による都道府県知事の

命令に違反したとき。 

  三 第二百七十一条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又

は妨げたとき。 

  第百二十一条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条に次の一号を加える。 

  四 第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十二条第一項の規定に

よる立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

  第百二十一条を第三百八条とし、同条の前に次の四条を加える。 

 第三百四条 第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第一項の

規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 第三百五条 第百九十七条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせ

ず、又は建築物等若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかった者は、一年以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

 第三百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下

の罰金に処する。 

  一 第百九十一条第一項又は第二項に規定する場合において、都道府県知事の許可

を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 



 

 

  二 第百九十一条第一項又は第二項の規定による土地又は建築物等への立入りを拒

み、又は妨げた者 

  三 第百九十二条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障

害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者 

 第三百七条 第二百三十八条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十

万円以下の罰金に処する。 

  第百二十条第一項中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条第三項中「（明治四

十年法律第四十五号）」を削り、同条を第三百三条とし、第五章中同条の前に次の二

条を加える。 

 第三百一条 個人施行者（法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員）、

事業組合の役員、総代若しくは職員、事業会社の役員若しくは職員又は審査委員

（以下この条において「個人施行者等」と総称する。）が職務に関して賄を収受し、

又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よって不正の行

為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。 

 ２ 個人施行者等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又

は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束し

たときは、三年以下の懲役に処する。 

 ３ 個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその

供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。 

 ４ 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没

収することができないときは、その価額を追徴する。 

 第三百二条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若

しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 ２ 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することがで

きる。 

  第五章を第十章とする。 

  第百十九条を第二百九十二条とし、同条の次に次の一章を加える。 

    第九章 雑則 

  （不服申立て） 

 第二百九十三条 市町村長が第十五条第一項、第十八条第一項又は第二十八条第一項

の規定に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県知事に対して行政不服審査

法による審査請求をすることができる。 

 ２ 前項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大

臣に対して再審査請求をすることができる。 

 第二百九十四条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをす

ることができない。 



 

 

  一 第百三十六条第一項若しくは第三項の規定による認可又は第百五十七条第一項

の規定による認可（事業基本方針の変更に係るものを除く。） 

  二 第百四十条第四項（第百五十七条第二項、第百六十九条、第百七十二条第二項、

第百八十一条第二項（第百八十四条において準用する場合を含む。）並びに第百

八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。）の規定による通知 

  三 第百六十五条第一項又は第百七十二条第一項の規定による認可 

  四 第百七十九条第一項後段（第百八十四条において準用する場合を含む。）の規

定による認可 

  五 第百八十八条第一項の規定による認可 

  六 第二百十六条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知 

 第二百九十五条 前条に規定するもののほか、事業組合、事業会社、市町村、都道府

県又は公団等が第六章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為

（以下この条において「処分」という。）に不服のある者は、事業組合、事業会社、

市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあっては都道府県知事

に対して、都道府県又は公団等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）が

した処分にあっては国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をするこ

とができる。ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利

変換計画に定められた宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額について

の不服をその理由とすることができない。 

 ２ 第二百九十三条第二項の規定は、前項の審査請求について準用する。 

  （権限の委任） 

 第二百九十六条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定める

ところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができ

る。 

  （大都市等の特例） 

 第二百九十七条 この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条において「指定都

市」という。）、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条におい

て「中核市」という。）及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市（以

下この条において「特例市」という。）においては、政令で定めるところにより、

指定都市、中核市又は特例市（以下この条において「指定都市等」という。）の長

が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、

指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。 

  （政令への委任） 

 第二百九十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、



 

 

政令で定める。 

  （経過措置） 

 第二百九十九条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃

する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴

い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過

措置を含む。）を定めることができる。 

  （事務の区分） 

 第三百条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のう

ち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。 

  一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九

十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三

条第二項（第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。）及び第三項の

規定により処理することとされている事務（都道府県又は公団等（市のみが設立

した地方住宅供給公社を除く。）が施行する防災街区整備事業に係るものに限

る。） 

  二 市町村が第百八十三条第二項（第百八十四条において準用する場合を含む。）、

第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十

三条第四項、第百九十二条第一項及び第三項、第百九十九条第二項において準用

する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条

第一項及び第三項から第五項まで（これらの規定を第二百四十一条第五項におい

て準用する場合を含む。）、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十

三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定

により処理することとされている事務（都道府県又は公団等（市のみが設立した

地方住宅供給公社を除く。）が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。） 

 ２ この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げる

ものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 

  一 第百二十二条第二項（第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六

条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第

百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用す

る場合を含む。）、第百二十八条第三項（第百二十九条第二項において準用する

場合を含む。）、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項

及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項（これらの規定を第百五十七条第二

項及び第百六十八条第二項（第百七十二条第二項において準用する場合を含

む。）において準用する場合を含む。）、第百四十条第二項（第百五十七条第二

項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。）、第

百四十三条第四項（第百五十七条第二項において準用する場合を含む。）、第百



 

 

四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第

二項（第百七十四条第二項（第二百五十条第七項において準用する場合を含

む。）及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。）、第百七十一条

第三項（第百七十二条第二項において準用する場合を含む。）、第二百五十九条、

第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に

規定する事務 

  二 第百八十三条第二項（第百八十四条において準用する場合を含む。）並びに第

百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三

条第四項に規定する事務（市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行

する防災街区整備事業に係るものに限る。） 

  三 第百九十二条第一項及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収

用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び

第三項から第五項まで（これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する

場合を含む。）並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第

三項に規定する事務（個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設

立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。） 

  第百十八条第三項及び第五項中「第百十六条第一項」を「第二百八十九条第一項」

に改め、同条を第二百九十一条とする。 

  第百十七条第一号中「密集市街地」を「防災街区整備事業その他の密集市街地」に

改め、「対し」の下に「、当該事業に関する知識を有する者の派遣」を加え、同条第

二号中「防災街区整備地区計画」を「特定防災街区整備地区において当該地区内の各

街区の防災街区としての整備に資する建築物を整備する事業若しくは防災街区整備地

区計画」に、「、当該区域内」を「当該区域内」に、「当該事業」を「これらの事

業」に改め、同条第三号を次のように改める。 

  三 次に掲げる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。 

   イ 特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域において、当該地区

又は区域内の各街区の防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土

地で政令で定めるもの 

   ロ 防災都市施設の整備のために必要な土地で政令で定めるもの 

  第百十七条を第二百九十条とする。 

  第百十六条第一項中「法人」の下に「又は特定非営利活動促進法（平成十年法律第

七号）第二条第二項の特定非営利活動法人」を加え、同条を第二百八十九条とし、

「第五節 防災街区整備推進機構」を削り、同条の前に次の章名を付する。 

    第八章 防災街区整備推進機構 

  第百十五条の見出しを削り、同条第一項中「特定防災街区整備地区計画」を「促進

地区内防災街区整備地区計画」に改め、同項第一号ロ中「に面する部分の長さの敷地



 

 

の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合の最低限度」を「に係る間

口率」に改め、同号ニ中「壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線

との間の土地の区域」を「壁面後退区域」に改め、第四章第四節中同条を第百十六条

とする。 

  第百十四条（見出しを含む。）中「組合」を「計画整備組合」に改め、第四章第三

節第八款中同条を第百十五条とする。 

  第百十三条を削る。 

  第百十二条第一項中「組合は」を「計画整備組合は」に、「組合の」を「計画整備

組合の」に、「第百十六条第一項」を「第二百八十九条第一項」に改め、同条を第百

十四条とする。 

  第百十一条第一項中「組合の」を「計画整備組合の」に、「組合を」を「計画整備

組合を」に改め、同条第二項中「組合の」を「計画整備組合の」に改め、「（一時使

用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条及び次条において同

じ。）」を削り、同条第三項から第五項までの規定中「組合の」を「計画整備組合

の」に改め、同条を第百十三条とする。 

  第百十条第一項中「組合の」を「計画整備組合の」に、「組合を」を「計画整備組

合を」に改め、同条第二項中「組合の」を「計画整備組合の」に改め、「借地権」の

下に「（一時使用のため設定されたものを含む。以下この条において同じ。）」を加

え、同条第三項から第五項までの規定中「組合の」を「計画整備組合の」に改め、同

条を第百十二条とし、第四章第三節第八款中同条の前に次の二条を加える。 

  （防災街区整備事業に係る組合員の脱退等についての特例） 

 第百十条 第百二十二条第一項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組

合の組合員は、第百二十八条第一項の規定による認可の公告の日から当該防災街区

整備事業の終了の認可についての第百三十二条第二項において準用する第百二十八

条第一項の規定による公告の日までの間は、第五十六条第一項各号に掲げる事由に

よる場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。 

 ２ 前項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地（第百十七条第四号に規

定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。）について組合員が有する

所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、そ

の者は、組合員となる。 

 ３ 第一項に規定する期間内に、組合員が計画整備組合の地区内の宅地について有す

る借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた

宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した

借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が

賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。 

 ４ 第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有す



 

 

る所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合

員がその所有権又は借地権の全部又は一部について防災街区整備事業に関して有す

る権利義務は、その承継した者に移転する。 

 ５ 第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有す

る借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全

部又は一部について防災街区整備事業に関して有する権利義務は、その消滅した借

地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、

その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移

転する。 

  （防災街区整備事業の施行地区内における権利処分の特例） 

 第百十一条 第百二十二条第一項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備

組合は、国土交通省令で定めるところにより、当該防災街区整備事業の施行地区内

の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存する既登記の借地権で第二百

八十九条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構が有するものを当該

計画整備組合の組合員若しくは当該計画整備組合の組合員になろうとする者に移転

し、又は当該宅地についてこれらの者に借地権を設定すべきことを、当該防災街区

整備推進機構に対し、要請することができる。 

 ２ 前項の規定による要請に基づき、同項に規定する防災街区整備推進機構が第二百

一条第一項に規定する登記があった後に行う前項に規定する権利の移転又は借地権

の設定については、同条第二項から第四項までの規定は、適用しない。 

  第三十二条第一項中「の土地の区域内の」を「内の」に改め、同条第二項第二号中

「確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他の政令で定める施設（都市

計画法第四条第六項に規定する」を「確保するための防災公共施設（」に、「建築物

その他の工作物（以下「建築物等」という。）」を「建築物等」に改め、同条第三項

中「長さに対する割合をいう」の下に「。以下同じ」を加える。 

  第三十四条第一項及び第三項第一号中「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区

内防災街区整備地区計画」に改め、同項第二号中「、特定防災街区整備地区計画」を

「、促進地区内防災街区整備地区計画」に改め、同号ロ中「特定防災街区整備地区計

画」を「促進地区内防災街区整備地区計画」に改める。 

  第三十五条中「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区内防災街区整備地区計

画」に改める。 

  「第三節 防災街区整備組合」を「第三節 防災街区計画整備組合」に改める。 

  第四十条の見出しを「（防災街区計画整備組合の目的）」に改め、同条中「防災街

区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に、「「組合」を「「計画整備組合」に、

「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区内防災街区整備地区計画」に改め、「借

地権」の下に「（一時使用のため設定されたものを含む。）」を加える。 



 

 

  第四十一条中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第四十二条第一項中「組合は」を「計画整備組合は」に、「防災街区整備組合」を

「防災街区計画整備組合」に改め、同条第二項中「組合でない」を「計画整備組合で

ない」に、「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改める。 

  第四十三条及び第四十四条第一項中「組合は」を「計画整備組合は」に改める。 

  第四十五条の見出し中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条第一項中「組合」

を「計画整備組合」に、「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区内防災街区整備

地区計画」に改め、同条第二項中「組合は」を「計画整備組合は」に改め、同項第一

号中「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区内防災街区整備地区計画」に改め、

同項第二号及び第三号中「組合の」を「計画整備組合の」に改める。 

  第四十五条の次に次の一条を加える。 

  （防災街区整備事業） 

 第四十五条の二 計画整備組合が前条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街

区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第百十九条第一項の規定により数

人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章（第百三十条を除

く。）の規定を適用する。この場合において、第百二十七条第三号中「わたってい

ること」とあるのは、「わたっており、計画整備組合の地区と一致しておらず、又

は当該計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となっている宅

地以外の宅地を含んでいること」とする。 

 ２ 次章の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 ３ 計画整備組合は、第一項の規定により適用される第百二十二条第一項の規約若し

くは事業計画を定め、若しくは変更し、又は第二百四条第一項の権利変換計画を定

め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。 

  第四十六条第一項中「組合が前条第一項第一号」を「計画整備組合が第四十五条第

一項第一号」に改め、「この節において」を削り、「組合を」を「計画整備組合を」

に、「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改め、「と読み替えるも

の」を削り、同条第三項中「組合は」を「計画整備組合は」に改める。 

  第四十七条第一項中「組合が」を「計画整備組合が」に、「組合を」を「計画整備

組合を」に、「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改め、「と読み替

えるもの」を削り、同条第三項中「組合は」を「計画整備組合は」に改める。 

  第四十八条中「組合の」を「計画整備組合の」に、「土地区画整理事業を行う組

合」を「防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第二条第十号に規定する公

共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合」に、「組合にあっては都市再開発

法」を「計画整備組合にあっては都市再開発法」に、「第一種市街地再開発事業を行

う組合にあっては、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く」を「土地

区画整理事業を行う計画整備組合にあっては、一時使用のため設定されたものを含



 

 

む」に改める。 

  第四十九条第四項中「組合に」を「計画整備組合に」に改める。 

  第五十条第一項中「組合の」を「計画整備組合の」に改める。 

  第五十一条第五項中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第五十二条第一項中「組合は」を「計画整備組合は」に改め、同条第二項中「組合

に」を「計画整備組合に」に改める。 

  第五十三条中「組合は」を「計画整備組合は」に改める。 

  第五十四条中「組合に」を「計画整備組合に」に、「組合は」を「計画整備組合

は」に改める。 

  第五十六条第二項中「組合は」を「計画整備組合は」に改め、同項第一号中「組合

の」を「計画整備組合の」に改め、同項第二号中「組合に」を「計画整備組合に」に

改める。 

  第五十七条第二項中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第五十八条中「組合の」を「計画整備組合の」に、「組合は」を「計画整備組合

は」に改める。 

  第六十条中「組合は」を「計画整備組合は」に、「組合に」を「計画整備組合に」

に改める。 

  第六十二条第一項及び第二項中「組合の」を「計画整備組合の」に改める。 

  第六十四条第一項、第六十六条第一項及び第二項、第六十七条並びに第六十八条中

「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第七十一条第一項中「組合が」を「計画整備組合が」に、「組合に」を「計画整備

組合に」に改める。 

  第七十二条第四項及び第七十三条第二項中「組合の」を「計画整備組合の」に改め

る。 

  第七十六条第一項、第七十七条、第七十八条第四項、第八十条第三号、第八十二条

第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十三条第一項及び第四項中「組合」を

「計画整備組合」に改める。 

  第八十四条第一項中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条第二項中「組合事

業」を「計画整備組合の行う事業」に改める。 

  第八十五条中「土地区画整理事業」を「防災街区整備事業、土地区画整理事業」に、

「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第八十六条中「組合が」を「計画整備組合が」に改める。 

  第八十七条の見出し中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条中「組合は」を

「計画整備組合は」に改める。 

  第八十八条の見出し中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条中「組合」を「計

画整備組合」に、「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区内防災街区整備地区計



 

 

画」に、「建築敷地」を「建築物の敷地」に改める。 

  第八十九条中「組合」を「計画整備組合」に、「特定防災街区整備地区計画」を

「促進地区内防災街区整備地区計画」に改め、「借地権」の下に「（一時使用のため

設定されたものを含む。）」を加える。 

  第九十条第一項中「組合の」を「計画整備組合の」に改める。 

  第九十一条第一項第一号中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条第二項中「組

合」を「計画整備組合」に、「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区内防災街区

整備地区計画」に改める。 

  第九十三条第二項中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第九十四条第一項第二号及び第三号中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条第

二項中「特定防災街区整備地区計画」を「促進地区内防災街区整備地区計画」に改め

る。 

  第九十五条第三項ただし書及び第九十六条中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第九十七条第一項中「組合は」を「計画整備組合は」に改め、同項第二号及び第三

号中「組合」を「計画整備組合」に改め、同条第四項及び第五項中「組合は」を「計

画整備組合は」に改める。 

  第九十八条第一項及び第四項中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第九十九条第一項中「組合を」を「計画整備組合を」に、「組合の」を「計画整備

組合の」に改める。 

  第百条から第百二条まで、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条（見出しを含

む。）中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第百五条中「組合から」を「計画整備組合から」に、「組合が」を「計画整備組合

が」に、「組合に」を「計画整備組合に」に、「組合の」を「計画整備組合の」に改

める。 

  第百六条中「組合の」を「計画整備組合の」に改める。 

  第百七条及び第百八条中「組合」を「計画整備組合」に改める。 

  第四章を第五章とし、同章の次に次の二章を加える。 

    第六章 防災街区整備事業 

     第一節 総則 

  （定義） 

 第百十七条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

  一 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 

  二 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 

  三 施行区域 都市計画法第十二条第二項の規定により防災街区整備事業について

都市計画に定められた施行区域をいう。 



 

 

  四 宅地 公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の

所有する土地以外の土地をいう。 

  五 防災施設建築物 防災街区整備事業によって建築される建築物をいう。 

  六 防災施設建築敷地 防災街区整備事業によって造成される防災施設建築物の敷

地をいう。 

  七 防災施設建築物の一部 区分所有権の目的たる防災施設建築物の部分（建物の

区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。）

をいう。 

  八 防災施設建築物の一部等 防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の所

有を目的とする地上権の共有持分をいう。 

  九 防災建築施設の部分 防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の存する

防災施設建築敷地の共有持分をいう。 

  十 借地 借地権の目的となっている宅地をいう。 

  （施行地区となるべき土地の区域及び施行区域） 

 第百十八条 施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該

当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域（都市計画事業として施行する場合

にあっては、施行区域内の土地の区域）でなければならない。 

  一 次のいずれかに掲げる区域内にあること。 

   イ 特定防災街区整備地区 

   ロ 防災街区整備地区計画の区域のうち、建築基準法第六十七条の二第一項に規

定する制限と同等以上の建築物の構造に関する防火上の制限及び建築物の敷地

面積の最低限度（防火地域が定められている区域にあっては、建築物の敷地面

積の最低限度）が定められており、かつ、同法第六十八条の二第一項の規定に

基づく条例でこれらの制限が定められている区域 

  二 当該区域内にある耐火建築物又は準耐火建築物の延べ面積の合計が、当該区域

内にあるすべての建築物の延べ面積の合計のおおむね三分の一以下であること。 

  三 次のいずれかに該当する土地の区域であること。 

   イ 当該区域内にある建築物で建築基準法第四十三条、第四十四条第一項、第五

十三条、第五十三条の二若しくは第六十七条の二第三項若しくは第五項の規定

又は建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度若しくは壁面

の位置の制限に関する同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の規定に

適合しないもの（ロにおいて「不適合建築物」という。）の数の当該区域内に

あるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。 

   ロ 当該区域内にある不適合建築物の建築面積の合計の当該区域内にあるすべて

の建築物の建築面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。 

  四 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分され



 

 

ていること等により、当該区域内の土地の利用状況が不健全であること。 

  五 当該区域を防災街区として整備することが、当該密集市街地における特定防災

機能の効果的な確保に貢献すること。 

 ２ 施行区域は、密集市街地内の前項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなけ

ればならない。 

  （施行者） 

 第百十九条 前条第一項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者

（借地権を有する者をいう。以下同じ。）又は当該所有者若しくは借地権者の同意

を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目

的である宅地について、又はその宅地及び当該区域内の宅地以外の土地について防

災街区整備事業を施行することができる。 

 ２ 防災街区整備事業組合は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行すること

ができる。 

 ３ 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社又は有限会社は、都市計画事業とし

て防災街区整備事業を施行することができる。 

  一 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。 

  二 株式会社にあっては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定

めがあるものであること。 

  三 施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者が、株式会社にあって

は総株主の、有限会社にあっては総社員の議決権の過半数を保有していること。 

  四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社又は有限会社が所有

する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の

借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三

分の二以上であること。 

 ４ 都市再開発法第二条の二第三項第四号後段の規定は、前項第四号の規定による地

積の算定について準用する。この場合において、同条第三項第四号後段中「前段」

とあるのは、「密集市街地整備法第百十九条第三項第四号」と読み替えるものとす

る。 

 ５ 地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団は、都市計画事業として

防災街区整備事業を施行することができる。 

 ６ 地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて防災街区の整備を行うための防災

街区整備事業を施行する必要があると国土交通大臣（市のみが設立した地方住宅供

給公社にあっては、都道府県知事）が認めるときは、都市計画事業として当該防災

街区整備事業を施行することができる。 

     第二節 防災街区整備事業に関する都市計画 

 第百二十条 防災街区整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第



 

 

二項に定める事項のほか、防災公共施設その他の公共施設の配置及び規模並びに防

災施設建築物の整備に関する計画を定めるものとする。 

 ２ 防災街区整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければ

ならない。 

  一 道路、公園、下水道その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合

においては、その都市計画に適合するように定めること。 

  二 施行区域が、適正な配置及び規模の防災公共施設その他の公共施設を備えるこ

とにより、特定防災機能が確保された良好な都市環境のものとなるように定める

こと。 

  三 防災施設建築物の整備に関する計画は、適切な構造、高さ、配列等を備えた防

災施設建築物が整備されることにより、施行区域及びその周辺の密集市街地にお

ける特定防災機能の確保及び施行区域における土地の合理的かつ健全な利用が図

られるように定めること。この場合において、施行区域内に、又は施行区域に接

して防災都市施設に係る都市施設に関する都市計画（以下「防災都市施設に関す

る都市計画」という。）が定められているときは、当該防災都市施設と一体とな

って特定防災機能の確保が図られるように定めること。 

  （都市計画法の特例） 

 第百二十一条 都市計画事業として施行する防災街区整備事業については、都市計画

法第六十条から第七十四条までの規定は、適用しない。 

 ２ 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三

項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「密集市街地整備法第百九十

一条第二項各号に定める公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。 

     第三節 施行者 

      第一款 個人施行者 

  （施行の認可） 

 第百二十二条 第百十九条第一項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする

者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同し

て施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定める

ところにより、その防災街区整備事業の施行について都道府県知事の認可を受けな

ければならない。 

 ２ 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を

経由して行わなければならない。 

 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、

施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 

 ４ 第百十九条第一項の規定による施行者（以下「個人施行者」という。）が施行区

域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、



 

 

当該防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第

五十九条第四項の規定による認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第

一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限り

でない。 

  （規準又は規約） 

 第百二十三条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号（規準にあっては、第五号

から第七号までを除く。）に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一 防災街区整備事業の名称 

  二 施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）に含まれる地

域の名称 

  三 防災街区整備事業の範囲 

  四 事務所の所在地 

  五 事業に要する経費の分担に関する事項 

  六 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及

び選任の方法に関する事項 

  七 会議に関する事項 

  八 事業年度 

  九 公告の方法 

  十 その他国土交通省令で定める事項 

  （事業計画） 

 第百二十四条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区

（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）、設計の概要、事業施行期

間及び資金計画を定めなければならない。 

 ２ 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、防災施設建築敷地以

外の建築物の敷地となるべき土地の区域（以下「個別利用区」という。）を定める

ことができる。 

 ３ 個別利用区の位置は、特定防災機能の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図

る上で支障がない位置に定めなければならない。この場合においては、第二百二条

第一項の申出が見込まれる者が所有権又は借地権を有する宅地の位置、利用状況、

環境等を勘案しなければならない。 

 ４ 個別利用区の面積は、第二百二条第一項の申出が見込まれる者に対して権利変換

手続により所有権又は借地権が与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考

慮して相当と認められる規模としなければならない。 

 ５ 第二百四十三条の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公

共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、

当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。 



 

 

 ６ 事業計画の策定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。 

  （公共施設の管理者の同意） 

 第百二十五条 第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あら

かじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整

備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を

得なければならない。 

  （事業計画に関する関係権利者の同意） 

 第百二十六条 第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その

者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があ

るときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、そ

の権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、

この限りでない。 

 ２ 都市再開発法第七条の十三第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

  （施行の認可の基準） 

 第百二十七条 都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可の申請があっ

た場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をし

なければならない。 

  一 申請手続が法令に違反していること。 

  二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。 

  三 施行地区が、施行区域の内外にわたっていること。 

  四 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行

期間が適切でないこと。 

  五 当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂

行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 

  （施行の認可の公告等） 

 第百二十八条 都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可をしたときは、

速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行

期間、施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項

において同じ。）その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、都市計画事業

として施行する防災街区整備事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、そ

の他の防災街区整備事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示

する図書を送付しなければならない。 

 ２ 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約

若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。 

 ３ 市町村長は、第二百四十四条第二項又は第二百六十九条第三項の公告の日まで、

政令で定めるところにより、第一項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。 



 

 

  （規準又は規約及び事業計画の変更） 

 第百二十九条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとすると

きは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければな

らない。 

 ２ 第百二十二条第三項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に

編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は個人施行者が公共施設

に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十二条第二項及び前三

条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十

二条第三項及び第百二十六条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施

行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第百二十二条第二項中「施行地区

となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、

前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」

とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものと

する。 

 ３ 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し、規準若しく

は規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行の

ための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければなら

ない。 

  （個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用） 

 第百三十条 都市再開発法第七条の十七の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変

動について、同法第七条の十八の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務

の移転について準用する。この場合において、同法第七条の十七第四項及び第六項

中「第二条の二第一項」とあるのは「密集市街地整備法第百十九条第一項」と、同

条第四項中「第七条の九第一項」とあるのは「密集市街地整備法第百二十二条第一

項」と読み替えるものとする。 

  （審査委員） 

 第百三十一条 個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関

係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる

者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を

選任しなければならない。 

 ２ 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。 

  （防災街区整備事業の終了） 

 第百三十二条 個人施行者は、防災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交

通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなけれ

ばならない。 

 ２ 第百二十二条第二項並びに第百二十八条第一項（図書の送付に係る部分を除



 

 

く。）及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合に

おいて、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地

区」と、第百二十八条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事

業計画をもって」とあるのは「防災街区整備事業の終了をもって」と読み替えるも

のとする。 

      第二款 防災街区整備事業組合 

       第一目 通則 

  （法人格） 

 第百三十三条 防災街区整備事業組合（以下「事業組合」という。）は、法人とする。 

 ２ 民法第四十四条第一項、第五十条、第五十四条及び第五十五条の規定は、事業組

合について準用する。 

  （定款） 

 第百三十四条 事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。 

  一 事業組合の名称 

  二 施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）に含まれる地

域の名称 

  三 防災街区整備事業の範囲 

  四 事務所の所在地 

  五 参加組合員に関する事項 

  六 事業に要する経費の分担に関する事項 

  七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項 

  八 総会に関する事項 

  九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項 

  十 事業年度 

  十一 公告の方法 

  十二 その他国土交通省令で定める事項 

 ２ 事業組合は、定款において前項第五号の参加組合員に関する事項を定めようとす

るときは、第百五十九条第一項に規定する負担金及び分担金を負担して防災街区整

備事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者を参加組合員とするようにし

なければならない。 

  （名称） 

 第百三十五条 事業組合は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いな

ければならない。 

 ２ 事業組合でない者は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いては

ならない。 

       第二目 設立 



 

 

  （設立の認可） 

 第百三十六条 施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、五人以上共同して、定款

及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を

受けて事業組合を設立することができる。 

 ２ 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立って事業組合を設立する必要がある

場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以上共同して、定款及び事業基本

方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事

業組合を設立することができる。 

 ３ 前項の規定により設立された事業組合は、国土交通省令で定めるところにより、

都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。 

 ４ 第百二十二条第二項の規定は前三項の規定による認可の申請について、同条第三

項の規定は第一項又は第二項の規定による認可について準用する。この場合におい

て、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき

区域（第百三十六条第三項の規定による認可の申請にあっては、施行地区）」と読

み替えるものとする。 

 ５ 事業組合が施行する防災街区整備事業については、第一項又は第三項の規定によ

る認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十

二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。 

  （事業計画及び事業基本方針） 

 第百三十七条 第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事

業計画について準用する。 

 ２ 前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施

行地区及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。 

 ３ 前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければな

らない。 

  （宅地の所有者及び借地権者の同意） 

 第百三十八条 第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする

者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有

者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得

なければならない。この場合においては、同意した所有者が所有するその区域内の

宅地の地積と同意した借地権者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内

の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。 

 ２ 都市再開発法第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合につ

いて準用する。 

  （借地権の申告） 

 第百三十九条 前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地



 

 

区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 

 ２ 市町村長は、前項の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、

速やかに、当該申請に係る公告をしなければならない。 

 ３ 前項の公告に係る施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有

する者は、同項の公告があった日から起算して三十日以内に同項の市町村長に対し、

国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者（借地権者から更に借地権

の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者）と連署し、又

は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告し

なければならない。 

 ４ 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過

した後は、前条第一項の規定の適用については、存しないものとみなす。 

  （事業計画の縦覧及び意見書の処理） 

 第百四十条 都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可の申

請があったときは、施行地区となるべき区域（同項の規定による認可の申請にあっ

ては、施行地区）を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなけれ

ばならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当する事実

があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。 

 ２ 前項本文の規定により事業計画の送付を受けた市町村長は、政令で定めるところ

により、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

 ３ 当該防災街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件につい

て権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画に

ついて意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する

日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画にお

いて定められた事項については、この限りでない。 

 ４ 都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容を審

査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な

修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める

ときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 

 ５ 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法（昭和三十七

年法律第百六十号）中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。 

 ６ 第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第四項の規定

により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正

に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うものとする。 

  （認可の基準） 

 第百四十一条 都道府県知事は、第百三十六条第一項から第三項までの規定による認

可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、



 

 

その認可をしなければならない。 

  一 申請手続が法令に違反していること。 

  二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令（事業計画

の内容にあっては、前条第四項に規定する都道府県知事の命令を含む。）に違反

していること。 

  三 事業計画又は事業基本方針の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に

適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。 

  四 当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂

行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 

  （事業組合の成立） 

 第百四十二条 事業組合は、第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可により

成立する。 

  （認可の公告等） 

 第百四十三条 都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を

したときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事

業施行期間、施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下

この項において同じ。）その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交

通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなけれ

ばならない。 

 ２ 都道府県知事は、第百三十六条第二項の規定による認可をしたときは、速やかに、

国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、施行地区その他国土交通省

令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付し

なければならない。 

 ３ 事業組合は、第百三十六条第一項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業組

合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の

成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第三項の認可に係る第一項の公

告があるまでは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができな

い。 

 ４ 市町村長は、第百六十三条第六項又は第二百四十四条第二項の公告の日（第二項

の図書にあっては、当該図書に係る防災街区整備事業についての第一項の図書の公

衆の縦覧を開始する日）まで、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の図

書を公衆の縦覧に供しなければならない。 

       第三目 管理 

  （組合員） 

 第百四十四条 事業組合が施行する防災街区整備事業に係る施行地区内の宅地の所有

者及び借地権者は、すべてその事業組合の組合員とする。 



 

 

 ２ 宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。 

 ３ 前項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一

人を選任し、その者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所

の所在地）を事業組合に通知しなければならない。 

 ４ 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって事業組合に対抗することがで

きない。 

 ５ 第三項の代表者の解任は、事業組合にその旨を通知するまでは、これをもって事

業組合に対抗することができない。 

  （参加組合員） 

 第百四十五条 前条第一項に規定する者のほか、定款で定められた参加組合員は、事

業組合の組合員となる。 

  （組合員名簿の作成等） 

 第百四十六条 第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者は、第百四十三条第

一項又は第二項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所（法人にあっては、そ

の名称及び主たる事務所の所在地）並びに所有者である組合員、借地権者である組

合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を

作成しなければならない。 

 ２ 第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定によ

る通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、

組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。 

 ３ 組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を事業組合に通

知しなければならない。 

  （組合員の権利義務の移転についての都市再開発法の準用） 

 第百四十七条 都市再開発法第二十二条の規定は、事業組合の組合員の権利義務の移

転について準用する。 

  （役員） 

 第百四十八条 事業組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。 

 ２ 事業組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。 

 ３ 都市再開発法第二十四条から第二十八条までの規定は、事業組合の役員について

準用する。この場合において、同法第二十七条第六項中「組合」とあるのは、「防

災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。 

  （総会の組織） 

 第百四十九条 事業組合の総会は、総組合員で組織する。 

  （総会の決議事項） 

 第百五十条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 

  一 定款の変更 



 

 

  二 事業計画の決定 

  三 事業計画又は事業基本方針の変更 

  四 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 

  五 経費の収支予算 

  六 予算をもって定めるもののほか、事業組合の負担となるべき契約 

  七 賦課金の額及び賦課徴収の方法 

  八 権利変換計画及びその変更 

  九 事業代行開始の申請 

  十 第二百七十七条第一項の管理規約 

  十一 事業組合の解散 

  十二 その他定款で定める事項 

  （総会の招集及び議事についての都市再開発法の準用） 

 第百五十一条 都市再開発法第三十一条の規定は事業組合の総会の招集について、同

法第三十二条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。この場合において、

同法第三十一条第五項中「第十一条第一項又は第二項」とあるのは、「密集市街地

整備法第百三十六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 

  （特別の議決） 

 第百五十二条 第百五十条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な

事項並びに同条第二号及び第九号から第十一号までに掲げる事項は、総組合員の三

分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地

の所有者である出席者の議決権及び施行地区内の宅地の借地権者である出席者の議

決権のそれぞれの三分の二以上で決する。第百三十八条第一項後段の規定は、この

場合について準用する。 

  （総会の部会） 

 第百五十三条 事業組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経

て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第百五十条第

八号及び第十号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることがで

きる。 

 ２ 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。 

 ３ 都市再開発法第三十一条第二項から第四項まで及び第六項並びに第三十二条の規

定並びに前条の規定は、事業組合の総会の部会について準用する。この場合におい

て、同法第三十一条第三項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」

と、同項及び同法第三十二条第一項並びに前条中「総組合員」とあるのは「部会を

組織する総組合員」と、同法第三十一条第六項及び第三十二条第三項中「組合員」

とあるのは「部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。 

  （総代会） 



 

 

 第百五十四条 組合員の数が五十人を超える事業組合は、総会に代わってその権限を

行わせるために総代会を設けることができる。 

 ２ 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分

の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超

える事業組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。 

 ３ 総代会が総会に代わって行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の

権限とする。 

  一 理事及び監事の選挙又は選任 

  二 第百五十二条の規定に従って議決しなければならない事項 

 ４ 都市再開発法第三十一条第一項から第四項まで及び第六項並びに第三十二条（第

三項ただし書を除く。）の規定は事業組合の総代会について、同法第三十五条第五

項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。 

  （総代） 

 第百五十五条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員（法人にあって

は、その役員）のうちから選挙する。 

 ２ 総代の任期は、五年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 ３ 都市再開発法第二十四条第二項及び第二十六条の規定は、事業組合の総代につい

て準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「密集市街地整

備法第百五十五条第一項」と読み替えるものとする。 

  （議決権及び選挙権） 

 第百五十六条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議

決権及び選挙権を有する。 

 ２ 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第百五十

二条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者である

組合員として、及び宅地の借地権者である組合員として、それぞれ議決権を有する。

施行地区内の宅地の所有者である組合員及び施行地区内の宅地の借地権者である組

合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙

権についても、同様とする。 

 ３ 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行

使することができる。 

 ４ 前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百五十一条、第百五十三

条第三項及び第百五十四条第四項において準用する都市再開発法第三十二条第一項

の規定並びに第百五十二条（第百五十三条第三項において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、出席者とみなす。 

 ５ 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。 



 

 

 ６ 代理人は、代理権を証する書面を事業組合に提出しなければならない。 

 ７ 民法第六十六条の規定は、組合員の議決権について準用する。 

  （定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更） 

 第百五十七条 事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようと

するときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなけ

ればならない。 

 ２ 第百二十二条第三項、第百三十八条及び第百三十九条の規定は事業組合が事業計

画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合

に、第百二十五条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしよ

うとする場合に、第百二十九条第三項の規定は事業組合が施行地区の縮小又は事業

に要する経費の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようと

する場合に、第百四十条の規定は事業計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変

更を除く。）の認可の申請があった場合に、第百二十二条第二項、第百四十一条及

び第百四十三条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合におい

て、第百二十二条第三項中「施行地区となるべき区域」とあり、及び第百四十条第

一項中「施行地区となるべき区域（同項の規定による認可の申請にあっては、施行

地区）」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第百二十

二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地

区となるべき区域」と、第百四十三条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定

款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「認可」とあるのは「認

可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三項中「事業組

合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、

「事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本

方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変

更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百五十七条第一項の

規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるもの

とする。 

  （経費の賦課徴収） 

 第百五十八条 事業組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加

組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 

 ２ 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮

して公平に定めなければならない。 

 ３ 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって事業組合に対抗することができ

ない。 

 ４ 事業組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、

その組合員に対して過怠金を課することができる。 



 

 

  （参加組合員の負担金及び分担金） 

 第百五十九条 参加組合員は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとな

る防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び事業組合の防災街区整

備事業に要する経費に充てるための分担金を、国土交通省令で定めるところにより、

事業組合に納付しなければならない。 

 ２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。 

  （賦課金等の滞納処分） 

 第百六十条 事業組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したと

きは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納

付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 

 ２ 市町村長は、前項の規定による申請があったときは、事業組合のために、地方税

の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、事業組合

は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に納付しなけ

ればならない。 

 ３ 市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から起算して、三十日以内に滞納

処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、事業組合の理事長は、

都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすること

ができる。 

 ４ 前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとす

る。 

 ５ 都市再開発法第四十二条の規定は、事業組合の賦課金、負担金、分担金及び過怠

金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一

項」とあるのは、「密集市街地整備法第百六十条第一項」と読み替えるものとする。 

  （審査委員） 

 第百六十一条 事業組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委

員三人以上を置く。 

 ２ 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、

かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 

 ３ 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。 

  （組合員等の特則） 

 第百六十二条 権利変換期日以後においては、事業組合又は参加組合員が取得するも

のを除き、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるものとみなし、事業組合又は

参加組合員が取得した第一号に掲げる共有持分は存しないものとみなして、組合員

に関する規定を適用する。 

  一 防災施設建築敷地の各共有持分又は第二百二十二条第一項の規定による地上権

の各共有持分 それぞれ一個の宅地又は地上権 



 

 

  二 防災施設建築敷地の地積に前号の各共有持分又は同号の地上権の各共有持分の

割合を乗じて得た数値 それぞれ宅地の地積又は借地の地積 

 ２ 第百五十条第十号に掲げる事項の議決に係る第百五十二条の適用については、第

二百二条第五項に規定する指定宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他

の宅地について所有権又は借地権を有しないもの（権利変換期日以後においては、

個別利用区内の宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について

所有権又は借地権を有しないもの）は組合員でないものとみなし、同項に規定する

指定宅地（権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地）は施行地区内の宅

地及び借地に含まれないものとみなす。 

       第四目 解散 

  （解散） 

 第百六十三条 事業組合は、次に掲げる理由により解散する。 

  一 設立についての認可の取消し 

  二 総会の議決 

  三 事業の完成 

 ２ 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 

 ３ 事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合

において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。 

 ４ 事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするとき

は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければなら

ない。 

 ５ 第百二十二条第二項の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。

この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行

地区」と読み替えるものとする。 

 ６ 都道府県知事は、事業組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項

の規定による認可をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。 

 ７ 事業組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗

することができない。 

  （事業組合の解散及び清算についての都市再開発法等の準用） 

 第百六十四条 都市再開発法第四十六条から第四十九条までの規定、民法第七十三条、

第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条の規定並び

に非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条

ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条前段並びに第百三十八条

の規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第

七十五条中「前条」とあるのは、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律第百六十四条において準用する都市再開発法第四十六条」と読み替えるも



 

 

のとする。 

      第三款 事業会社 

  （施行の認可） 

 第百六十五条 第百十九条第三項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする

者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知

事の認可を受けなければならない。 

 ２ 第百二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用す

る。 

 ３ 第百十九条第三項の規定による施行者（以下「事業会社」という。）が施行する

防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第五十

九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、こ

の場合について準用する。 

  （規準） 

 第百六十六条 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一 防災街区整備事業の名称 

  二 施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）に含まれる地

域の名称 

  三 防災街区整備事業の範囲 

  四 事務所の所在地 

  五 特定事業参加者（第百七十三条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定め

るところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款におい

て同じ。）に関する事項 

  六 事業に要する経費の分担に関する事項 

  七 事業年度 

  八 公告の方法 

  九 その他国土交通省令で定める事項 

 ２ 事業会社は、規準において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めよう

とするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、

施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者

又は当該区域内の建築物の借家権者（借家権を有する者をいう。以下同じ。）が、

事業会社が取得することとなる防災施設建築物の一部等をその居住又は業務の用に

供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者と

して同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。 

 ３ 事業会社は、規準において第一項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めよ

うとするときは、第百七十三条第一項の防災施設建築物の一部等の価額に相当する

額を負担するのに必要な資力及び信用を有する者を特定事業参加者とするようにし



 

 

なければならない。 

  （宅地の所有者及び借地権者の同意） 

 第百六十七条 第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準

及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びそ

の区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければ

ならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と

同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借

地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。 

 ２ 都市再開発法第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合につ

いて準用する。 

  （借地権の申告） 

 第百六十八条 前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地

区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 

 ２ 第百三十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場

合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条第一項」とあるのは、

「第百六十七条第一項」と読み替えるものとする。 

  （事業計画等） 

 第百六十九条 第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十

条の規定は規準及び事業計画について準用する。この場合において、第百二十五条

中「第百二十二条第一項」とあり、並びに第百四十条第一項及び第六項中「第百三

十六条第一項又は第三項」とあるのは「第百六十五条第一項」と、同条第一項ただ

し書中「次条各号」とあるのは「第百七十条各号」と、同条第三項中「参加組合

員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と読み替えるもの

とする。 

  （認可の基準） 

 第百七十条 都道府県知事は、第百六十五条第一項の規定による認可の申請があった

場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしな

ければならない。 

  一 申請者が第百十九条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社又は

有限会社でないこと。 

  二 申請手続が法令に違反していること。 

  三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令（前条において準用する第百四十

条第四項の規定による都道府県知事の命令を含む。）に違反していること。 

  四 事業計画の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事

業施行期間が適切でないこと。 

  五 当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂



 

 

行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 

  （認可の公告等） 

 第百七十一条 都道府県知事は、第百六十五条第一項の規定による認可をしたときは、

速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事

業の名称、事業施行期間、施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及

び工区。以下この項において同じ。）その他国土交通省令で定める事項を公告し、

かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を

送付しなければならない。 

 ２ 事業会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計

画をもって第三者に対抗することができない。 

 ３ 市町村長は、第二百四十四条第二項又は第二百七十一条第五項の公告の日まで、

政令で定めるところにより、第一項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。 

  （規準又は事業計画の変更） 

 第百七十二条 事業会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通

省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 

 ２ 第百二十二条第三項及び第百六十八条の規定は事業会社が事業計画を変更して新

たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は事業会

社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十九条第

三項の規定は事業会社が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し規準又

は事業計画を変更しようとする場合に、第百四十条の規定は規準又は事業計画の変

更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）の認可の申請があった場合に、第

百二十二条第二項、第百六十七条及び前二条の規定は前項の規定による認可につい

て準用する。この場合において、第百二十二条第三項及び第百六十七条第一項中

「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第百四十条第一項中「施行地区となる

べき区域（同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区）」とあるのは「施

行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、同項ただし書中「次条各号」とあ

るのは「第百七十二条第二項において準用する第百七十条各号」と、同条第三項中

「参加組合員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と、第

百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに

施行地区となるべき区域」と、第百六十七条第一項中「所有者及び」とあるのは

「所有者並びに」と、第百七十条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。

この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるの

は、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第一項中

「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同

条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事

業計画の変更」と読み替えるものとする。 



 

 

  （特定事業参加者の負担金等） 

 第百七十三条 事業会社が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権

利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価

額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付

しなければならない。 

 ２ 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって事業会社に対抗

することができない。 

 ３ 事業会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠ったときは、規準で定めるとこ

ろにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。 

  （負担金等の滞納処分） 

 第百七十四条 事業会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、

督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しな

いときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 

 ２ 第百六十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合

について準用する。この場合において、同条第二項中「事業組合」とあるのは「第

百六十五条第三項の事業会社」と、同条第三項中「事業組合の理事長」とあるのは

「第百六十五条第三項の事業会社の代表者」と読み替えるものとする。 

 ３ 都市再開発法第四十二条の規定は、事業会社の負担金及び過怠金を徴収する権利

について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、

「密集市街地整備法第百七十四条第一項」と読み替えるものとする。 

  （事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け） 

 第百七十五条 事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事

業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、

その効力を生じない。 

 ２ 第百二十二条第二項及び第三項、第百七十条並びに第百七十一条の規定は、前項

の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項及び

第三項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百七十条中

「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号（第三号及び第四号を

除く。）のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第

一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及

び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み

替えるものとする。 

  （権利義務の承継についての都市再開発法の準用） 

 第百七十六条 都市再開発法第五十条の十三の規定は、事業会社の合併若しくは分割

又は事業会社の施行する防災街区整備事業の全部の譲渡があった場合の権利義務の

承継について準用する。 



 

 

  （審査委員） 

 第百七十七条 事業会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係

又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者

のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなけ

ればならない。 

 ２ 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。 

  （防災街区整備事業の終了） 

 第百七十八条 事業会社は、防災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交通

省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければ

ならない。 

 ２ 第百二十二条第二項並びに第百七十一条第一項（図書の送付に係る部分を除

く。）及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合に

おいて、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地

区」と、第百七十一条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもっ

て」とあるのは「防災街区整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。 

      第四款 地方公共団体 

  （施行規程及び事業計画の決定等） 

 第百七十九条 地方公共団体（第百十九条第五項の規定により防災街区整備事業を施

行する場合に限る。以下この款、第百九十一条第二項第四号、第二百条並びに第二

百五十条第三項及び第四項において同じ。）は、防災街区整備事業を施行しようと

するときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、

事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところによ

り、都道府県にあっては国土交通大臣の、市町村にあっては都道府県知事の認可を

受けなければならない。 

 ２ 地方公共団体が施行する防災街区整備事業について事業計画が定められたときは、

前項後段の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第一項又は第二項の規定

による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準

用する。 

  （施行規程） 

 第百八十条 施行規程は、前条第一項前段の地方公共団体の条例で定める。 

 ２ 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一 防災街区整備事業の名称 

  二 施行地区（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）に含まれる地

域の名称 

  三 防災街区整備事業の範囲 

  四 事務所の所在地 



 

 

  五 特定事業参加者（第百八十五条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定め

るところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款におい

て同じ。）に関する事項 

  六 事業に要する経費の分担に関する事項 

  七 防災街区整備事業の施行により施行者が取得する防災施設建築敷地若しくはそ

の共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分の

方法に関する事項 

  八 防災街区整備審査会及びその委員に関する事項（委員の報酬及び費用弁償に関

する事項を除く。） 

  九 その他国土交通省令で定める事項 

 ３ 第百六十六条第二項及び第三項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事

業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。この場合において、

同条第三項中「第百七十三条第一項」とあるのは、「第百八十五条第一項」と読み

替えるものとする。 

  （事業計画） 

 第百八十一条 地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、政令で定めると

ころにより、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

 ２ 第百四十条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この

場合において、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百八十条第二項第五号

の特定事業参加者」と、同項及び同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「第百

七十九条第一項前段の地方公共団体」と、同項中「加えるべきことを命じ」とある

のは「加え」と、同条第六項中「第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可

を申請した者」とあるのは「第百七十九条第一項前段の地方公共団体」と、「加え、

その旨を都道府県知事に申告した」とあるのは「加えた」と読み替えるものとする。 

 ３ 第百七十九条第一項後段の規定による認可を申請する場合においては、施行地区

（施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）及び設計の概要を表示する

図書を提出しなければならない。 

 ４ 第百二十四条及び第百二十五条の規定は、事業計画について準用する。この場合

において、同条中「第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者

は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同

意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と読み替えるものとする。 

  （事業計画の公告） 

 第百八十二条 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令

で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区（施行

地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区）その他国土交通省令で定める事項

を公告しなければならない。 



 

 

 ２ 地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもって第三者に対抗する

ことができない。 

  （施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧） 

 第百八十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第百七十九条第一項後段の規定に

よる認可をしたときは、速やかに、国土交通大臣にあっては関係都道府県知事及び

関係市町村長に、都道府県知事にあっては国土交通大臣及び関係市町村長に第百八

十一条第三項の図書の写しを送付しなければならない。 

 ２ 市町村長は、前条第一項の公告の日から第二百四十四条第二項の公告の日まで、

政令で定めるところにより、前項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。 

  （事業計画の変更についての準用） 

 第百八十四条 事業計画の変更については、第百七十九条第一項後段及び前三条の規

定（国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第百八十一条第一項

から第三項までの規定を除く。）を準用する。この場合において、第百八十一条第

四項後段中「定めよう」とあるのは、「変更しよう」と読み替えるものとする。 

  （特定事業参加者の負担金等） 

 第百八十五条 地方公共団体が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、

権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の

価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体

に納付しなければならない。 

 ２ 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって地方公共団体に

対抗することができない。 

  （負担金の滞納処分） 

 第百八十六条 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第一項の負担金を滞納したと

きは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することができる。 

 ２ 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年十四・五パーセントの

割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 

 ３ 第一項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までに

その納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例によ

り、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負

担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

 ４ 延滞金は、負担金に先立つものとする。 

 ５ 都市再開発法第四十二条の規定は、地方公共団体が第一項の負担金及び第二項の

延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条

第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百八十六条第一項」と読み替えるもの

とする。 

  （防災街区整備審査会） 



 

 

 第百八十七条 地方公共団体が施行する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行

規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置

く。 

 ２ 施行地区を工区に分けたときは、防災街区整備審査会は、工区ごとに置くことが

できる。 

 ３ 防災街区整備審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定め

る数の委員をもって組織する。 

 ４ 防災街区整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任

命する。 

  一 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正

な判断をすることができる者 

  二 施行地区内の宅地の所有者又は借地権者 

 ５ 前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければな

らない。 

      第五款 都市基盤整備公団等 

  （施行規程及び事業計画の認可等） 

 第百八十八条 都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社（第百十

九条第五項又は第六項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下

「公団等」と総称する。）は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行

規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣（市

のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事）の認可を受けなけれ

ばならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。 

 ２ 公団等が施行する防災街区整備事業については、前項前段の規定による認可をも

って都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項

ただし書の規定は、この場合について準用する。 

 ３ 第百六十六条第二項及び第三項並びに第百八十条第二項の規定は施行規程につい

て、第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条（第一

項ただし書を除く。）及び第百四十三条（第二項を除く。）の規定は施行規程及び

事業計画について準用する。この場合において、第百六十六条第二項中「前項第五

号」とあり、及び同条第三項中「第一項第五号」とあるのは「第百八十八条第三項

において準用する第百八十条第二項第五号」と、同項中「第百七十三条第一項」と

あり、及び第百八十条第二項第五号中「第百八十五条第一項」とあるのは「第百八

十九条第一項」と、第百二十五条中「の同意を得なければ」とあるのは「と協議し

なければ」と、第百四十条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに第百四十三条

第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣（市のみが設立した地方住宅

供給公社にあっては、都道府県知事）」と、第百四十条第三項中「参加組合員」と



 

 

あるのは「第百八十八条第三項において準用する第百八十条第二項第五号の特定事

業参加者」と、同条第六項中「第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を

申請した者」とあるのは「公団等」と、第百四十三条第一項中「事業組合」とある

のは「防災街区整備事業」と、「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事

（市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、国土交通大臣）」と、同条第三

項中「事業組合は」とあるのは「公団等は」と、「第百三十六条第一項の認可に係

る第一項」とあるのは「第百八十八条第三項において準用する第百四十三条第一

項」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告がある

までは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第三項の認可

に係る第一項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員

その他の第三者」とあるのは「第三者」と読み替えるものとする。 

 ４ 第百二十五条の規定は施行規程又は事業計画の変更について、第百四十条（第一

項ただし書を除く。）並びに第百四十三条第一項及び第四項の規定は施行規程又は

事業計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）について準用する。

この場合においては、前項後段の規定を準用する。 

 ５ 公団等は、前項において準用する第百四十三条第一項の公告があるまでは、施行

規程又は事業計画の変更をもって第三者に対抗することができない。 

  （特定事業参加者の負担金等） 

 第百八十九条 公団等が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利

変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額

に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、公団等に納付しな

ければならない。 

 ２ 第百八十五条第二項の規定は前項の規定により特定事業参加者が負担金を公団等

に納付する場合について、第百八十六条の規定は特定事業参加者が当該負担金を滞

納した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」と

あるのは、「第百八十九条第一項」と読み替えるものとする。 

  （防災街区整備審査会） 

 第百九十条 公団等が施行する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定

める権限を行わせるため、公団等に、防災街区整備審査会を置く。 

 ２ 第百八十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により置かれる防災街

区整備審査会について準用する。この場合において、同条第四項中「地方公共団体

の長」とあるのは、都市基盤整備公団に置かれるものについては「都市基盤整備公

団総裁」と、地域振興整備公団に置かれるものについては「地域振興整備公団総

裁」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」

と読み替えるものとする。 

 ３ 第一項の防災街区整備審査会の委員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その



 

 

他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

     第四節 防災街区整備事業の施行 

      第一款 測量、調査等 

  （測量及び調査のための土地の立入り等） 

 第百九十一条 施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は

施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立

ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の

占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入ら

せることができる。ただし、個人施行者若しくは事業会社となろうとする者若しく

は事業組合を設立しようとする者又は個人施行者、事業組合若しくは事業会社にあ

っては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けた場合に限る。 

 ２ 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街区整備事業の区分に応じて当該各号に定

める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行

のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合に

ついて準用する。 

  一 個人施行者が施行する防災街区整備事業 その施行についての認可の公告又は

新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告 

  二 事業組合が施行する防災街区整備事業 第百四十三条第一項の公告又は新たな

施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告 

  三 事業会社が施行する防災街区整備事業 その施行についての認可の公告又は新

たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告 

  四 地方公共団体が施行する防災街区整備事業 事業計画の決定の公告又は新たな

施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告 

  五 公団等が施行する防災街区整備事業 施行規程及び事業計画の認可の公告又は

新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告 

 ３ 都市再開発法第六十条第三項から第六項までの規定は、前二項の規定による土地

又は建築物等への立入りについて準用する。 

  （障害物の伐除及び土地の試掘等） 

 第百九十二条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調

査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障

害となる植物若しくは垣、さく等（以下「障害物」という。）を伐除しようとする

場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除

（以下「試掘等」という。）を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土

地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を

管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管

轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場



 

 

合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、

都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、

あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。 

 ２ 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする

者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、その旨を

当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければなら

ない。 

 ３ 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合（土地の試掘又はボーリング

に伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。）において、当該障害物の所有者

及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その

現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、事業組合を設立しよう

とする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定に

かかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当

該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、

遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。 

  （証明書等の携帯についての都市再開発法の準用） 

 第百九十三条 都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二

項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場

合について準用する。 

  （土地の立入り等に伴う損失の補償） 

 第百九十四条 施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は

施行者は、第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項若しくは第

三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対

して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

 ２ 都市再開発法第六十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補

償について準用する。 

  （測量のための標識の設置） 

 第百九十五条 施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は

施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要が

あるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 

 ２ 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若

しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

  （関係簿書の閲覧等についての都市再開発法の準用） 

 第百九十六条 都市再開発法第六十五条の規定は、防災街区整備事業の施行の準備又

は施行のための関係簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付につ

いて準用する。この場合において、同条中「組合」とあるのは、「防災街区整備事



 

 

業組合」と読み替えるものとする。 

  （建築行為等の制限） 

 第百九十七条 第百九十一条第二項各号に定める公告があった後は、施行地区内にお

いて、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しく

は建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない

物件の設置若しくは積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければな

らない。 

 ２ 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、その許可をしようと

するときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。 

 ３ 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、防災街区整備事業の施行の

ため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができ

る。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課す

るものであってはならない。 

 ４ 都道府県知事は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違

反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物等若しく

は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、防災街区整備

事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復

又は当該建築物等若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。 

 ５ 前項の規定により土地の原状回復又は建築物等若しくは物件の移転若しくは除却

を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却

を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、それらの者の負

担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを

行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回

復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移

転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任し

た者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。 

 ６ 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物等若しくは物件を移転し、若し

くは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ

たときは、これを提示しなければならない。 

 ７ 第百九十一条第二項各号に定める公告があった後に、施行地区内において土地の

形質の変更、建築物等の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置（以

下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。）がされたときは、当該土

地の形質の変更等について都道府県知事の承認があった場合を除き、当該土地、建

築物等又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前

の土地、建築物等又は物件の状況に基づいてのみ、次款の規定による施行者に対す

る権利を主張することができる。 



 

 

 ８ 前項の承認の申請があったときは、都道府県知事は、あらかじめ、施行者の意見

を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき

必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。 

 ９ 第一項の許可があったときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第七

項の承認があったものとみなす。 

  （防災街区整備事業の施行についての周知措置） 

 第百九十八条 第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、施行者は、速

やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該防災街区整備事業

の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、防災街区整備事業の施行

についてその協力が得られるように努めなければならない。 

  （土地調書及び物件調書） 

 第百九十九条 施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があった後、遅滞な

く、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 

 ２ 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第三十六条第二項から第六項まで

及び第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書につい

て準用する。この場合において、同法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十七

条の二中「第三十六条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律第百九十九条第一項」と、同法第三十七条第一項及び第二項中

「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは「施行地区内の各個の土地」と、

同法第三十七条の二中「第三十五条第一項」とあるのは「同法第百九十一条第一項

又は第二項」と、「同項の」とあるのは「これらの」と読み替えるものとする。 

 ３ 土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、

前項において準用する土地収用法第三十六条の規定による立会いは、省略すること

ができる。 

  （土地の使用） 

 第二百条 地方公共団体又は公団等は、防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は

除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設

その他防災街区整備事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置

するため必要がある場合においては、当該施設を土地収用法第三条第三十五号に掲

げる施設とみなして、同法に定めるところに従い、施行地区外の土地を使用するこ

とができる。 

      第二款 権利変換手続 

       第一目 手続の開始 

  （権利変換手続開始の登記） 

 第二百一条 施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、遅滞

なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借



 

 

地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

 ２ 前項の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権

を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するとき

は、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。 

 ３ 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、

前項の承認を拒むことができない。 

 ４ 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。 

 ５ 権利変換期日前において第百六十三条第六項、第二百六十九条第三項又は第二百

七十一条第五項の公告があったときは、施行者（事業組合にあっては、その清算

人）は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければな

らない。 

  （個別利用区内の宅地への権利変換の申出等） 

 第二百二条 第百二十四条第二項（第百三十七条第一項、第百六十九条、第百八十一

条第四項及び第百八十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定により事

業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者又は借

地権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日

から起算して三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、

権利変換計画において当該宅地の所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地

又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この

場合において、借地権者にあっては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければ

ならない。 

  一 事業計画が定められた場合 第百九十一条第二項各号に定める公告（事業計画

の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。） 

  二 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められた場合 当該事業計画の変

更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告 

  三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入された

ことに伴い個別利用区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は

当該事業計画の変更の認可の公告 

 ２ 前項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。 

  一 当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を

使用し、若しくは収益することができる権利（地役権を除く。以下「使用収益

権」と総称する。）を有する者又は当該宅地に存する建築物の所有者若しくは借

家権者があるときは、これらの者の同意が得られていること。 

  二 当該申出に係る宅地の地積が、当該宅地に対応して権利変換計画において政令

で定める面積（以下「基準面積」という。）以上の規模の宅地を与えるように定

めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上で



 

 

あること。 

 ３ 施行者は、第一項の申出があった場合において、同項の期間の経過後遅滞なく、

第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について権利変換計画

において当該宅地に対応して個別利用区内の宅地が与えられるべき宅地として指定

をし、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当

該指定をし、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。 

  一 権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対

応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えないこととな

るとき。 

  二 権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対

応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えることとなる

とき。 

 ４ 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、速やかに、第一項の申

出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。 

 ５ 施行者は、第三項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定をした宅

地（以下「指定宅地」という。）を公告しなければならない。 

 ６ 施行者は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を公告しな

ければならない。 

 ７ 次条第一項の申出に係る宅地又は同項若しくは同条第三項の申出に係る建築物が

存する宅地について、第五項の規定による指定宅地の公告があったときは、同条第

一項又は第三項の申出は、なかったものとみなす。 

 ８ 施行者が第百三十六条第一項の規定により設立された事業組合である場合におい

ては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条

第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。 

  （権利変換を希望しない旨の申出等） 

 第二百三条 施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）の所有者若しくは借地権者又は

施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を所有する者は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して

三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地、借

地権又は建築物について第二百二十一条又は第二百二十二条第一項及び第二項の規

定による権利の変換を希望せず、それらに代えて金銭の給付を希望し、又は当該建

築物を施行地区外に移転すべき旨の申出をすることができる。 

  一 事業計画が定められた場合 第百九十一条第二項各号に定める公告（事業計画

の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。） 

  二 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入された

場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告 



 

 

  三 個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に

応じない旨の決定があった場合 当該決定の公告 

 ２ 前項の宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約その

他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又

は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの

権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望

を申し出ることができない。 

 ３ 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物の借家権者（その者が更

に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者）は、第一項の期間

内に施行者に対し、第二百二十二条第五項の規定による借家権の取得を希望しない

旨の申出をすることができる。 

 ４ 第一項の期間経過後六月以内に第二百十六条の規定による権利変換計画の縦覧の

開始（個人施行者が施行する防災街区整備事業にあっては、次条第一項後段の規定

による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。）がされないときは、当該

六月の期間経過後三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第一項若し

くは前項の申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは前項の申出をすることができ

る。その三十日の期間経過後更に六月を経過しても第二百十六条の規定による権利

変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。 

 ５ 第一項第二号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算し

て三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第一号又は第三号に掲

げる場合において同項の期間内に行った同項又は第三項の申出を撤回することがで

きる。 

 ６ 第一項第三号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算し

て三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第一号又は第二号に掲

げる場合において同項の期間内に行った同項又は第三項の申出を撤回することがで

きる。 

 ７ 前条第八項の規定は、第一項又は第三項の申出について準用する。 

       第二目 権利変換計画 

  （権利変換計画の決定及び認可） 

 第二百四条 施行者は、前二条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、

施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土

交通省令で定めるところにより、都道府県（第百十九条第五項の規定により防災街

区整備事業を施行する場合に限る。以下この章及び第二百九十五条において同

じ。）又は公団等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）にあっては国土

交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村（同項の規定により防災街

区整備事業を施行する場合に限る。第二百五十三条を除き、以下この章及び第二百



 

 

九十五条において同じ。）又は市のみが設立した地方住宅供給公社（第百十九条第

六項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下同じ。）にあって

は都道府県知事の認可を受けなければならない。 

 ２ 第百二十六条の規定は、個人施行者が権利変換計画について認可を申請しようと

する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行地区となるべ

き区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。 

 ３ 第百六十七条の規定は、事業会社が権利変換計画について認可を申請しようとす

る場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行地区となるべき

区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。 

 ４ 第一項後段及び前二項の規定は、権利変換計画を変更する場合（国土交通省令で

定める軽微な変更をする場合を除く。）について準用する。 

 ５ 施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めること

ができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、

「工区」とする。 

  （権利変換計画の内容） 

 第二百五条 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲

げる事項を定めなければならない。 

  一 配置設計 

  二 施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又は施行地区内の

土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応

して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等を与

えられることとなるものの氏名又は名称及び住所 

  三 前号に掲げる者が施行地区内に有する同号の宅地、借地権又は建築物及びそれ

らの価額 

  四 第二号に掲げる者に前号に掲げる宅地に対応して与えられることとなる防災施

設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲

げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一

部等の明細及びそれらの価額の概算額 

  五 第三号に掲げる宅地、借地権又は建築物について先取特権、質権若しくは抵当

権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又

は処分の制限の登記（以下「担保権等の登記」と総称する。）に係る権利を有す

る者の氏名又は名称及び住所並びにその権利 

  六 前号に掲げる者が防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物

の一部等に関する権利の上に有することとなる権利 

  七 指定宅地又はその使用収益権を有する者の氏名又は名称及び住所 

  八 前号に掲げる者が有する指定宅地又はその使用収益権及びそれらの価額 



 

 

  九 第七号に掲げる者に前号に掲げる指定宅地又はその使用収益権に対応して与え

られることとなる個別利用区内の宅地又はその使用収益権の明細及びそれらの価

額の概算額 

  十 第八号に掲げる指定宅地又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権

利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利 

  十一 前号に掲げる者が個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に有すること

となる権利 

  十二 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物の借家権者（その者

が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者）で、当該借

家権に対応して、防災施設建築物の一部について借家権を与えられることとなる

ものの氏名又は名称及び住所 

  十三 前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる防災施設建築物の一部 

  十四 防災施設建築敷地の地代の概算額及び地代以外の借地条件の概要 

  十五 施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額及

び家賃以外の借家条件の概要 

  十六 第二百十二条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住

所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの

価額 

  十七 施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはこれに存する建築物又はこ

れらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において

当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共

有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借

家権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物

又は権利並びにそれらの価額 

  十八 参加組合員又は第百六十六条第一項第五号若しくは第百八十条第二項第五号

（第百八十八条第三項において準用する場合を含む。）に規定する特定事業参加

者（以下単に「特定事業参加者」という。）に与えられることとなる防災施設建

築物の一部等の明細並びにその参加組合員又は特定事業参加者の氏名又は名称及

び住所 

  十九 第四号、第九号及び前号に掲げるもののほか、防災施設建築敷地又はその共

有持分、防災施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地の明細、それらの帰属

並びにそれらの管理及び処分の方法 

  二十 新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項 

  二十一 補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法 

  二十二 権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、個別利用区内の宅地の整備工事

の完了の予定時期及び防災施設建築物の建築工事の完了の予定時期 



 

 

  二十三 その他国土交通省令で定める事項 

 ２ 宅地（指定宅地を除く。）の所有者又は借地権者が当該宅地の上に建築物を有す

る場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利

があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属す

るものとみなして権利変換計画を定めなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。 

  一 担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者のすべての同意があった

とき。 

  二 宅地と建築物又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的

となっており、かつ、それらのすべての権利の順位が、宅地と建築物又は借地権

と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。 

 ３ 借地権の設定に係る仮登記上の権利（指定宅地に係るものを除く。）があるとき

は、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を

別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。 

 ４ 宅地に関する権利又は建築物（指定宅地に存するものを除く。）に関する権利に

関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当

該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利

変換計画を定めなければならない。ただし、借地権以外の宅地（指定宅地を除

く。）を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあっては、その宅地

の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える防災施設建

築物の一部等を定めなければならない。 

  （権利変換計画の決定の基準） 

 第二百六条 権利変換計画は、特定防災機能を確保し、都市環境を改善するとともに、

防災施設建築物、防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るよ

うに定めなければならない。 

 ２ 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければ

ならない。 

  （防災施設建築敷地） 

 第二百七条 権利変換計画は、一個の防災施設建築物の敷地を一筆の土地となるもの

として定めなければならない。 

 ２ 一個の防災施設建築物の敷地の地積は、基準面積以上でなければならない。 

 ３ 権利変換計画は、防災施設建築敷地に、防災施設建築物の所有を目的とする地上

権が設定されるものとして定めなければならない。 

 ４ 第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有

を目的とする地上権の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割

合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる防災施設建築物の



 

 

一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。 

 第二百八条 権利変換計画においては、施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）の所

有者に対しては、防災施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければなら

ない。 

 ２ 二以上の防災施設建築敷地がある場合において、各宅地（指定宅地を除く。）の

所有者に与えられる防災施設建築敷地は、個別利用区以外の土地であって、当該防

災街区整備事業のうち建築物の敷地及び公共施設の整備に関する事業を、土地区画

整理事業として施行したならば、当該各宅地につき換地と定められるべき土地の属

すべき防災施設建築敷地とする。 

 ３ 一の防災施設建築敷地について二人以上の宅地（指定宅地を除く。）の所有者が

所有権を与えられるときは、当該防災施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合

によりこれらの者の共有に属するものとする。 

 ４ 第二百三条第一項の申出に係る宅地については、施行者をその宅地の所有者とみ

なして前三項の規定を適用する。 

  （防災施設建築物の一部等） 

 第二百九条 権利変換計画においては、第二百三条第一項の申出をした者を除き、施

行地区内の宅地（指定宅地を除く。）に借地権を有する者及び施行地区内の土地

（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、防災施設建

築物の一部等が与えられるように定めなければならない。参加組合員又は特定事業

参加者に対しても、同様とする。 

 ２ 前項前段に規定する者に対して与えられる防災施設建築物の一部等は、それらの

者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び

利用状況とそれらの者に与えられる防災施設建築物の一部の位置、床面積及び環境

とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、そ

の価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。

この場合において、二以上の防災施設建築敷地があるときは、その防災施設建築物

の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第

一項及び第二項の規定により与えられることと定められる防災施設建築敷地に建築

される防災施設建築物の一部としなければならない。 

 ３ 宅地（指定宅地を除く。）の所有者に対しては、その者に与えられる防災施設建

築敷地に第二百二十二条第一項本文の規定により地上権が設定されることによる損

失の補償として防災施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。 

 ４ 権利変換計画においては、第一項又は前項の規定により与えられるように定めら

れる防災施設建築物の一部等以外の防災施設建築物の一部等は、施行者に帰属する

ように定めなければならない。 

 ５ 権利変換計画においては、第二百三条第三項の申出をした者を除き、施行地区内



 

 

の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物に

ついて借家権の設定を受けている者（その者が更に借家権を設定しているときは、

その借家権の設定を受けている者）に対しては、第一項の規定により当該建築物の

所有者に与えられることとなる防災施設建築物の一部について、借家権が与えられ

るように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出

をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる防災施設建築物の一

部について、借家権が与えられるように定めなければならない。 

  （個別利用区内の宅地等） 

 第二百十条 権利変換計画においては、指定宅地の所有者又はその使用収益権を有す

る者に対しては、それぞれ個別利用区内の宅地又はその使用収益権が与えられるよ

うに定めなければならない。 

 ２ 個別利用区内の各宅地の地積は、基準面積以上でなければならない。 

 ３ 指定宅地の所有者に対して与えられる個別利用区内の宅地は、それらの者が所有

する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等と当該指定宅地に対応し

て与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用

状況等ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生

じないように定めなければならない。 

 ４ 権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められる宅地

以外の個別利用区内の宅地は、施行者に帰属するように定めなければならない。 

 ５ 指定宅地の使用収益権を有する者に対して与えられる個別利用区内の宅地の使用

収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅地の所有者に対して与えられるこ

ととなる個別利用区内の宅地の上に存するものとして定めなければならない。 

  （担保権等の登記に係る権利） 

 第二百十一条 施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又は施行

地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき所有される建築物について担保

権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の

登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地に対応して与えられるものとして定め

られた防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等に

関する権利又はその権利の目的たる借地権若しくは建築物に対応して与えられるも

のとして定められた防災施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして

定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、

当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされる

ための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請

求権として定めなければならない。 

 ２ 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、

施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴い



 

 

て、必要な定めをすることができる。 

 ３ 指定宅地又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、

権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる

指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた個別利用

区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとして定めなければならない。 

  （床面積が過小となる防災施設建築物の一部の処理） 

 第二百十二条 権利変換計画を第二百六条第一項の基準に適合させるため特別な必要

があるときは、第二百九条第二項又は第三項の規定によれば床面積が過小となる防

災施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。この場合に

おいては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある防

災施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。 

 ２ 施行者は、前項の過小な床面積の基準を定めようとするときは、権利変換計画の

決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、

又は防災街区整備審査会の議決を経て定めなければならない。この場合において、

防災街区整備審査会の議決は、第百八十七条第四項第一号（第百九十条第二項にお

いて準用する場合を含む。）に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によ

って決する。 

 ３ 権利変換計画においては、前項の規定により床面積の基準が定められたときは、

当該基準に照らし床面積が著しく小である防災施設建築物の一部又はその防災施設

建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第二百九条

並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、防災施設建築物の一部等又は借

家権が与えられないように定めることができる。 

  （宅地等の価額の算定基準） 

 第二百十三条 第二百五条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号の価額は、

第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅

い日（以下この節において「基準日」という。）における近傍類似の土地、近傍同

種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取

引価格等を考慮して定める相当の価額とする。 

 ２ 第二百八条第三項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以

外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。 

  （防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準） 

 第二百十四条 権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十四

号又は第十五号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事

業に要する費用及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類

似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定

める相当の価額を基準として定めなければならない。 



 

 

  （公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め） 

 第二百十五条 権利変換計画においては、防災街区整備事業により従前の公共施設に

代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供さ

れる土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共

団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理

すべき者（その者が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一

号に規定する第一号法定受託事務（以下単に「第一号法定受託事務」という。）と

して当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国）に帰属するように定

めなければならない。 

  （権利変換計画の縦覧等） 

 第二百十六条 個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、

権利変換計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、

あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行地区内の土

地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加

者にこれらの事項を通知しなければならない。 

 ２ 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員

又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提

出することができる。 

 ３ 施行者は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、

その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修

正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見

書を提出した者に通知しなければならない。 

 ４ 施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分につい

て更に前三項に規定する手続を行わなければならない。ただし、その修正が国土交

通省令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知

することをもって足りる。 

 ５ 前各項の規定は、権利変換計画を変更する場合（国土交通省令で定める軽微な変

更をする場合を除く。）について準用する。 

  （審査委員及び防災街区整備審査会の関与） 

 第二百十七条 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき（国土交

通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。）は、審査委員の過半数の

同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。この場合におい

ては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。 

 ２ 前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があった場合において、その採否を決

定するときについて準用する。 

  （価額についての裁決申請等） 



 

 

 第二百十八条 第二百五条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号の価額につ

いて第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を

受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価

額の裁決を申請することができる。 

 ２ 前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。 

 ３ 土地収用法第九十四条第三項から第八項まで、第百三十三条及び第百三十四条の

規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴

えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 ４ 第一項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、

権利変換計画において与えられることと定められた防災施設建築敷地の共有持分、

防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権には影響

を及ぼさないものとする。 

       第三目 権利の変換 

  （権利変換の処分） 

 第二百十九条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は

権利変換計画について第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更をした

ときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関

係権利者に関係事項を通知しなければならない。 

 ２ 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。 

 ３ 権利変換に関する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 

  （権利変換期日等の通知） 

 第二百二十条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更（権利変換期日に係るもの

に限る。以下この条において同じ。）の認可を受けたとき、又は第二百四条第四項

の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定め

るところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令

で定める事項を通知しなければならない。 

  （権利変換期日における権利の変換） 

 第二百二十一条 施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画で定め

るところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前

の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、

消滅する。 

 ２ 権利変換期日において、施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき

建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所

有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。ただし、

第百九十七条第七項の承認を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転す

べき旨の第二百三条第一項の申出があった建築物については、この限りでない。 



 

 

 第二百二十二条 防災施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、

権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が

設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後第二百四十四条第二項の公告

の日までの間は、権利変換計画で定めるところに従い、施行者がその地代の概算額

を支払うものとする。 

 ２ 防災施設建築物の一部は、権利変換計画において、これと併せて与えられること

と定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。 

 ３ 第二百五条第四項本文の規定により、宅地（指定宅地を除く。）に借地権が存す

るものとして、権利変換計画において当該借地権を有するものとされた者に対して

防災施設建築物の一部等が与えられるように定められたときは、当該防災施設建築

物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、

当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。 

 ４ 建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の部分若しくは附属の建物

で権利変換計画において防災施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、

権利変換計画において定められた防災施設建築物の共用部分の共有持分が同法第十

一条第一項若しくは第十四条第一項から第三項までの規定に適合しないとき、又は

権利変換計画において定められた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有

持分の割合が同法第二十二条第二項本文（同条第三項において準用する場合を含

む。）の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞ

れ同法第四条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条第四項又は第二十二条第二

項ただし書（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による規約とみな

す。 

 ５ 施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に存する建築物の借家権者（その者が更

に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者）は、権利変換計画

で定めるところに従い、防災施設建築物の一部について借家権を取得する。 

 ６ 第一項の規定による地上権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第

一項及び国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第十八条第一項の規定は、適

用しない。 

 第二百二十三条 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定

めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。 

  （担保権等の移行） 

 第二百二十四条 施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又は施

行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき所有される建築物について存

する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めると

ころに従い、防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等

に関する権利の上に存するものとする。 



 

 

 ２ 指定宅地又はその使用収益権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利

変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地又はそ

の使用収益権の上に存するものとする。 

  （権利変換の登記） 

 第二百二十五条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従

前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記並びに権利変換後の土地

に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 

 ２ 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第二百二十一条第二項の規定により施行者

に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹

消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申

請し、又は嘱託しなければならない。 

 ３ 権利変換期日以後においては、施行地区内の土地及び第二百二十一条第二項の規

定により施行者に帰属した建築物に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、

他の登記をすることができない。 

  （補償金等） 

 第二百二十六条 施行者は、施行地区内の宅地（指定宅地を除く。）若しくはこれに

存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利

変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地

若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部

についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日まで

に、第二百十三条第一項の規定により算定した相当の価額に基準日から第二百十九

条第一項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告（以下この条において

「権利変換計画公告」という。）の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得

た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変

換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場

合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとす

る。 

 ２ 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第二百十八条第一項

の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定す

る相当の価額として施行者が支払った額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を

支払うべき旨の裁決を併せてしなければならない。 

  一 その差額につき基準日から権利変換計画公告の日までの前項に規定する物価の

変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画公告の日から権利変換期日

までの間の同項に規定する利息 

  二 前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年十

四・五パーセントの割合による過怠金 



 

 

 ３ 土地収用法第九十四条第十項から第十二項までの規定は、前項の裁決に関し、第

二百十八条第三項の規定による訴えの提起がなかった場合について準用する。 

  （補償金等の供託等についての都市再開発法の準用） 

 第二百二十七条 都市再開発法第九十二条の規定は前条に規定する補償金（利息を含

む。）及び過怠金（以下この条において「補償金等」という。）の支払に代えて行

う供託について、同法第九十三条の規定は供託された補償金等について、同法第九

十四条の規定は補償金等の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがあ

る場合について準用する。この場合において、同法第九十二条第三項中「第七十三

条第四項」とあるのは「密集市街地整備法第二百五条第四項本文」と、同法第九十

四条第一項中「第九十一条第一項」とあるのは「密集市街地整備法第二百二十六条

第一項」と、同条第四項中「第九十一条第二項」とあるのは「密集市街地整備法第

二百二十六条第二項」と読み替えるものとする。 

       第四目 土地の明渡し等 

  （占有の継続） 

 第二百二十八条 権利変換期日において第二百二十一条の規定により失った権利に基

づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第二百三十

一条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、

その占有を継続することができる。ただし、第百九十七条の規定の適用を妨げない。 

  （工事のための施行地区内の土地の使用） 

 第二百二十九条 施行者は、権利変換期日以後防災街区整備事業に係る工事のため必

要があるときは、新たに施行地区内の土地について権利を有することとなった者の

同意を得ることなく、当該土地を使用することができる。 

  （個別利用区内の宅地の使用収益の停止） 

 第二百三十条 権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した

者は、第二百四十四条第一項の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は

収益することができない。ただし、第二百二十八条本文の規定により当該宅地の占

有を継続することができる場合は、この限りでない。 

  （土地の明渡し） 

 第二百三十一条 施行者は、権利変換期日以後防災街区整備事業に係る工事のため必

要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に

対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。ただし、第二百二十八

条本文の規定により従前指定宅地であった土地を占有している者又は当該土地に存

する物件を占有している者に対しては、第二百四十四条第一項の規定による通知を

するまでは、土地の明渡しを求めることができない。 

 ２ 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十

日の期間経過後の日でなければならない。 



 

 

 ３ 第一項の規定による明渡しの請求があった土地（従前指定宅地であった土地を除

く。）又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行

者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、

第二百二十六条第一項又は次条第三項の規定による支払がないときは、この限りで

ない。 

 ４ 第一項の規定による明渡しの請求があった土地（従前指定宅地であった土地に限

る。）又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行

者に土地を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。ただ

し、次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。 

 ５ 第二百二十八条本文の規定により建築物を占有する者が施行者に当該建築物を引

き渡す場合において、当該建築物に、第百九十七条第七項の承認を受けないで改築、

増築若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加増置された部分があるときは、第二

百二十一条第二項の規定により当該建築物の所有権を失った者は、当該部分又は物

件を除却して、これを取得することができる。 

 ６ 第一項に規定する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 

  （土地の明渡しに伴う損失補償） 

 第二百三十二条 施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の

移転若しくは除却により同条第一項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者

が通常受ける損失を補償しなければならない。 

 ２ 前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一項の土地の占有者

又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。 

 ３ 施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わ

なければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していな

いときは、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定

めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第二百十二条

第二項後段の規定を準用する。 

 ４ 第二項の規定による協議が成立しないときは、損失を受けた者は、収用委員会に

土地収用法第九十四条第二項の規定による補償額の裁決を申請することができる。 

 ５ 第二百十八条第二項及び第三項並びに第二百二十六条第二項及び第三項の規定並

びに都市再開発法第九十二条及び第九十三条の規定は、第二項の規定による損失の

補償について準用する。この場合において、同法第九十二条第三項中「第七十三条

第四項」とあるのは、「密集市街地整備法第二百五条第四項本文」と読み替えるも

のとする。 

  （土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行） 

 第二百三十三条 第二百三十一条第三項又は第四項の場合において次の各号のいずれ

かに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き



 

 

渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは物件を

引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。 

  一 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がそ

の責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないと

き。 

  二 施行者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若し

くは除却すべき者を確知することができないとき。 

 ２ 第二百三十一条第三項又は第四項の場合において土地若しくは物件を引き渡し、

又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行して

も十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないとき

は、都道府県知事は、施行者の請求により、行政代執行法（昭和二十三年法律第四

十三号）に定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をし

てこれをさせることができる。 

 ３ 前項の場合において、都道府県知事は、義務者及び施行者にあらかじめ通知した

上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が

施行者から受けるべき前条第一項の補償金を義務者に代わって受けることができる。 

 ４ 施行者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払った場

合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事に支払った金額

の限度において、前条第一項の補償金を支払ったものとみなす。 

  （費用の徴収） 

 第二百三十四条 市町村長は、前条第一項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、

又は物件を移転し、若しくは除却するに要した費用を第二百三十一条第三項又は第

四項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却

すべき者から徴収するものとする。 

 ２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により市町村長が費用を徴収する場

合について準用する。 

 ３ 市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する前条第三項の規定に

より徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、

第一項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額並びに納付の期限及び場

所を通知して、これを納付させるものとする。 

 ４ 市町村長は、前項の規定により通知を受けた者が同項の規定により通知された期

限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によ

って納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 

 ５ 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三項の規定により納

付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、これ

を徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び



 

 

地方税に次ぐものとする。 

       第五目 防災施設建築物の建築等の特例 

  （施行者以外の者による防災施設建築物の建築） 

 第二百三十五条 施行者は、防災施設建築物（権利変換計画において施行者以外の第

二百五条第一項第二号に掲げる者及び参加組合員又は特定事業参加者（次項におい

て「権利床等取得者」という。）がその全部を取得するように定められたものを除

く。）の建築を他の者に行わせることができる。 

 ２ 前項の規定により防災施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権

利変換計画においてその旨及び防災施設建築物（権利変換計画において権利床等取

得者が取得するように定められた部分を除く。）の全部又は一部のうち防災施設建

築物の建築を行う者（以下「特定建築者」という。）に取得させるものを定めなけ

ればならない。 

 ３ 第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う防災施設建築物（以下「特定防

災施設建築物」という。）の全部又は一部は、権利変換計画で定めるところにより、

第二百二十二条第二項（第二百五十四条第二項において読み替えて適用する場合を

含む。）、第二百五十五条第四項及び第二百五十七条第三項の規定にかかわらず、

特定建築者が取得する。 

  （特定建築者の公募） 

 第二百三十六条 施行者は、国、地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公

社その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めると

ころにより、特定建築者を公募しなければならない。 

 ２ 施行者は、特定建築者を公募したときは、次に掲げる条件を備えた者で、その者

が次条の規定により提出した特定防災施設建築物の建築の工期、工事概要等に関す

る計画（以下「建築計画」という。）並びに管理及び処分に関する計画が事業計画

及び権利変換計画に適合し、かつ、当該防災街区整備事業の目的を達成する上で最

も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。 

  一 特定防災施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。 

  二 第二百三十九条第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。 

 ３ 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府

県又は公団等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）にあっては国土交通

大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅

供給公社にあっては都道府県知事の承認を受けなければならない。 

  （建築計画等の提出） 

 第二百三十七条 特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところによ

り、施行者に特定防災施設建築物の建築計画並びに管理及び処分に関する計画を提

出しなければならない。 



 

 

  （特定防災施設建築物の建築等） 

 第二百三十八条 施行者は、特定防災施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速

やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。 

 ２ 特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従って特定防災施設建築

物を建築しなければならない。 

 ３ 前項の場合においては、特定建築者は、当該特定防災施設建築物の敷地を使用す

ることができる。 

  （特定防災施設建築物の敷地等の譲渡） 

 第二百三十九条 特定建築者は、特定防災施設建築物の建築工事を完了したときは、

速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。 

 ２ 施行者は、前項の届出があった場合において、特定建築者が建築計画に従い特定

防災施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第二百三十五条第三

項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又

は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。 

  （建築計画の変更） 

 第二百四十条 特定建築者は、建築計画に従い当該特定防災施設建築物を建築するこ

とができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合す

る範囲内において、施行者の承認を受けて、当該建築計画を変更することができる。 

  （特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置） 

 第二百四十一条 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建

築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことがで

きる。 

 ２ 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築

者及び特定防災施設建築物の敷地又は当該敷地に存する物件を占有している者に対

し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。 

 ３ 前項の規定により明渡しの請求があった特定建築者及び特定防災施設建築物の敷

地又は当該敷地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に

当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 

 ４ 施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに

特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定防災施設建築物の建築を行わなけ

ればならない。 

 ５ 第二百三十六条第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合に

ついて、第二百三十三条第一項及び第二項並びに第二百三十四条（第二項を除

く。）の規定は第三項の場合について準用する。 

  （報告、勧告等） 

 第二百四十二条 施行者は、特定建築者に対し、特定防災施設建築物の建築に関し、



 

 

その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求

め、又はその特定防災施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しく

は援助をすることができる。 

  （公共施設の管理者等による工事） 

 第二百四十三条 施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊

の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当

該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。 

       第六目 工事完了等に伴う措置 

  （工事の完了の公告等） 

 第二百四十四条 施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設

の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第

二百二十一条第一項又は第二百二十三条の規定により当該宅地又はその使用収益権

を取得した者に通知しなければならない。 

 ２ 施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、

公告するとともに、第二百二十二条第二項又は第五項の規定により当該防災施設建

築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 

  （防災施設建築物に関する登記） 

 第二百四十五条 施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、

防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又

は嘱託しなければならない。 

 ２ 防災施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の

登記をすることができない。 

  （借家条件の協議及び裁定） 

 第二百四十六条 権利変換計画において防災施設建築物の一部等が与えられるように

定められた者と当該防災施設建築物の一部について第二百九条第五項本文の規定に

より借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協

議しなければならない。 

 ２ 第二百四十四条第二項の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないとき

は、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てに基づき、審査委員の過半数の同意

を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定するこ

とができる。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。 

  一 賃借の目的 

  二 家賃の額、支払期日及び支払方法 

  三 敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額 

 ３ 施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分

の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、



 

 

その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければなら

ない。 

 ４ 第二項の規定による裁定があったときは、当事者間に、裁定で定めるところによ

り協議が成立したものとみなす。 

 ５ 第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。 

 ６ 第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から起算して六十日以内に、

訴えをもってその変更を請求することができる。 

 ７ 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。 

  （防災施設建築物の一部等の価額等の確定） 

 第二百四十七条 施行者は、防災街区整備事業の工事が完了したときは、速やかに、

当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところによ

り、その確定した額及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近

傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮し

て定める相当の価額を基準として、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災

施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得し

た者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について借家権を取得した者（第

二百九条第五項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められたものに

限る。）ごとに、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部

等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地

の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これ

らの者にその確定した額を通知しなければならない。 

 ２ 前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、防災

施設建築敷地について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。ただし、

その額に不服がある者は、同項の通知を受けた日から起算して六十日以内に、訴え

をもってその増減を請求することができる。 

 ３ 前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。 

  （清算） 

 第二百四十八条 前条第一項の規定により確定した防災施設建築敷地若しくはその共

有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権

の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行

地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、そ

の差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により

確定した防災施設建築敷地の地代の額と第二百二十二条第一項ただし書の規定によ

り支払った地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。 

 ２ 第二百三十五条第三項の規定により特定建築者が特定防災施設建築物の一部を取

得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特



 

 

定防災施設建築物の整備に要した費用の額を国土交通省令で定めるところにより確

定し、当該費用の額と第二百三十九条第二項の規定による譲渡の対価の額とに差額

があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 

  （清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用） 

 第二百四十九条 都市再開発法第百五条の規定は、前条第一項に規定する宅地、使用

収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特

約の登記に係る権利の目的となっていた場合について準用する。 

  （清算金の徴収） 

 第二百五十条 第二百四十八条第一項の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計

画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。 

 ２ 個人施行者以外の施行者は、第二百四十八条第一項の規定により徴収すべき清算

金（前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。）を滞納

する者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することがで

きる。 

 ３ 前項の督促をするときは、事業組合にあっては定款で定めるところにより、事業

会社にあっては規準で定めるところにより、地方公共団体又は公団等にあっては政

令で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲

内の延滞金を徴収することができる。 

 ４ 第二項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべ

き金額を納付しないときは、地方公共団体又は公団等は、国税滞納処分の例により、

同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における清算金

及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

 ５ 延滞金は、清算金に先立つものとする。 

 ６ 第百六十条第一項から第四項までの規定は、事業組合の徴収に係る第二項の清算

金及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場

合について準用する。 

 ７ 第百七十四条第一項及び第二項の規定は、事業会社の徴収に係る第二項の清算金

及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合

について準用する。 

 ８ 都市再開発法第四十二条の規定は、施行者の第二項の清算金及び第三項の延滞金

を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一

項」とあるのは、「密集市街地整備法第二百五十条第二項」と読み替えるものとす

る。 

  （先取特権） 

 第二百五十一条 第二百四十八条第一項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、

その納付義務者に与えられる防災施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 



 

 

 ２ 都市再開発法第百七条第二項及び第三項の規定は、前項の先取特権について準用

する。この場合において同条第二項中「第百一条第一項」とあるのは、「密集市街

地整備法第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。 

  （施行者が取得した防災施設建築物の一部等の管理及び処分） 

 第二百五十二条 防災街区整備事業により施行者が取得した防災施設建築物の一部等

又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

  一 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の

用に供するため必要があるとき。 

  二 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は施行地

区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するために特に

必要があるとき。 

  三 事業会社が施行する防災街区整備事業にあっては、当該事業会社の株主又は社

員の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。 

  四 施行地区が防災再開発促進地区の区域内にある場合において、当該区域内に宅

地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内の建築物につ

いて借家権を有する者であって、当該区域内における他の防災街区整備事業又は

市街地再開発事業（都市再開発法による市街地再開発事業をいう。）、土地区画

整理事業若しくは防災公共施設の整備に関する事業の実施に伴い当該宅地、借地

権、建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないも

のの居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。 

  五 その他国土交通省令で定める場合 

 ２ 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が防災街区整備事業により取得した

防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上

権、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分については、

当該地方公共団体の財産の管理又は処分に関する法令の規定は、適用しない。 

  （防災街区整備事業の施行により設置された公共施設の管理） 

 第二百五十三条 防災街区整備事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施

設の整備に関する工事が完了したときは、その公共施設の所在する市町村の管理に

属する。ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定

めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。 

       第七目 権利変換手続の特則 

  （防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則） 

 第二百五十四条 施行者は、第二百七条第三項の規定によらないで権利変換計画を定

めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、防災施設建築敷

地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。 



 

 

 ２ 前項の場合においては、第二百八条、第二百九条第二項後段及び第三項並びに第

二百二十二条第一項の規定は適用せず、第二百九条第一項中「に借地権」とあるの

は「又はその借地権」と、「防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設

の部分」と、第二百二十二条第二項中「地上権」とあるのは「防災施設建築敷地」

とするほか、この法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  （指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則） 

 第二百五十五条 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内

容につき、施行地区内の土地（指定宅地を除く。）又はこれに存する物件に関し権

利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき（第二

百五十七条第一項前段に規定する場合を除く。）は、第二百五条第二項、第三項及

び第四項（指定宅地に係る部分を除く。）、第二百七条第一項、第三項及び第四項、

第二百八条、第二百九条並びに第二百十一条第一項及び第二項の規定によらないで、

権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第二百四十六条の規定

は、適用しない。 

 ２ 前項の場合における権利変換計画においては、第二百三条第一項又は第三項の申

出をした者を除き、施行地区内に宅地（指定宅地を除く。）若しくはその借地権又

は施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を有する者及び当

該建築物の借家権者（その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設

定を受けた者）に対しては、防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利が

与えられるように定めなければならない。参加組合員又は特定事業参加者に対して

も、同様とする。 

 ３ 第一項の場合においては、権利変換計画は、前項前段に規定する者に対して与え

られることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利の価額の合計

がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定

めなければならない。 

 ４ 第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条第一

項（指定宅地に係る部分を除く。）及び第二項、第二百二十二条（第四項を除

く。）及び第二百二十四条第一項の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるとこ

ろにより、権利変換期日において第一項に規定する者について権利の得喪及び変更

を生じる。 

 ５ 前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第一

項及び国有財産法第十八条第一項の規定は、適用しない。 

 ６ 第一項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で

定める。 

  （指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則） 

 第二百五十六条 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内



 

 

容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を

得たとき（次条第一項前段に規定する場合を除く。）は、第二百五条第四項（指定

宅地に係る部分に限る。）第二百十条第三項から第五項まで及び第二百十一条第三

項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。 

 ２ 前項の場合においては、権利変換計画は、指定宅地について権利を有する者に対

し与えられることとなる個別利用区内の宅地に関する権利の価額の合計がそれらの

者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければ

ならない。 

 ３ 第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条第一

項（指定宅地に係る部分に限る。）、第二百二十三条及び第二百二十四条第二項の

規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第

一項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。 

  （施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則） 

 第二百五十七条 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内

容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特

定事業参加者のすべての同意を得たときは、第二百五条第二項から第四項まで、第

二百七条第一項、第三項及び第四項、第二百八条、第二百九条、第二百十条第三項

から第五項まで、第二百十一条、第二百十三条並びに第二百十四条の規定によらな

いで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第二百十六条、

第二百四十六条、第二百四十七条、第二百五十二条第一項の規定は、適用しない。 

 ２ 第二百五十五条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用

する。 

 ３ 第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条、第

二百二十二条（第四項を除く。）、第二百二十三条及び第二百二十四条の規定にか

かわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第一項に規

定する者について権利の得喪及び変更を生じる。 

 ４ 第二百五十五条第五項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用す

る。 

 ５ 第一項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で

定める。 

      第三款 個人施行者等の事業の代行 

  （事業代行開始の決定） 

 第二百五十八条 都道府県知事は、防災街区整備事業について、個人施行者、事業組

合又は事業会社の事業の現況その他の事情により個人施行者、事業組合又は事業会

社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第二百六十八条第二項及

び第二百六十九条から第二百七十一条までの規定による監督処分によっては個人施



 

 

行者、事業組合又は事業会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めると

きは、事業代行の開始を決定することができる。 

 ２ 都道府県知事は、前項の規定により事業代行の開始を決定したときは、その旨そ

の他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 

  （事業代行者） 

 第二百五十九条 事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、個

人施行者、事業組合又は事業会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該

市町村長を事業代行者と定めることができる。 

  （事業代行開始の効果） 

 第二百六十条 第二百五十八条第二項の公告があったときは、個人施行者の事業にあ

っては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、事業組

合又は事業会社の事業にあっては事業組合又は事業会社の代表、業務の執行並びに

財産の管理及び処分をする権限は、次条第一項又は第二項の公告があるまでの間、

事業代行者に専属する。 

  （事業代行終了の公告等） 

 第二百六十一条 事業代行者は、個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の継続が

困難となるおそれがなくなったとき、又は第二百四十五条第一項の規定による登記

が完了したときは、都道府県知事にあっては事業代行を終了する旨を公告し、市町

村長にあってはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。 

 ２ 都道府県知事は、市町村長から前項の通知を受けたときは、事業代行を終了する

旨を公告しなければならない。 

 ３ 個人施行者、事業組合又は事業会社は、前二項の公告後遅滞なく、その財産の処

分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であった者の承認を求めなけ

ればならない。 

  （事業組合の債務についての都市再開発法の準用） 

 第二百六十二条 都市再開発法第百十六条及び第百十八条の規定は、事業代行をされ

た事業組合の債務について準用する。この場合において、同条第一項中「施設建築

物の一部」とあるのは「密集市街地整備法第百十七条第七号に規定する防災施設建

築物の一部」と、同条第二項中「第百一条第一項」とあるのは「密集市街地整備法

第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。 

      第四款 費用の負担等 

  （費用の負担） 

 第二百六十三条 防災街区整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。ただし、

第二百三十五条第一項の規定により施行者以外の者が防災施設建築物の建築を行う

場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、第二百四十三条の規定により公

共施設の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に



 

 

要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。 

  （地方公共団体の分担金） 

 第二百六十四条 公団等は、公団等が施行する防災街区整備事業の施行により利益を

受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その防災街区整備事

業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。 

 ２ 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、公団

等と地方公共団体とが協議して定める。 

 ３ 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大

臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、

総務大臣と協議しなければならない。 

  （公共施設管理者の負担金） 

 第二百六十五条 施行者は、防災街区整備事業の施行により整備されることとなる重

要な防災公共施設その他の公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となる

べき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを

求めることができる。 

 ２ 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者、事業組合又

は事業会社が施行する防災街区整備事業にあっては当該公共施設の管理者又は管理

者となるべき者の承認を得、その他の防災街区整備事業にあっては当該公共施設の

管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画

において定めておかなければならない。 

  （資金の融通等） 

 第二百六十六条 国及び地方公共団体は、施行者に対し、防災街区整備事業に必要な

資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。 

      第五款 雑則 

  （借家権者の居住の安定の確保に関する施行者等の責務） 

 第二百六十七条 施行者は、施行地区内の建築物の借家権者の居住の安定の確保に努

めなければならない。 

 ２ 国及び地方公共団体は、施行地区内の建築物の借家権者の居住の安定の確保を図

るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

  （報告、勧告等） 

 第二百六十八条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施

行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又

は事業会社に対し、それぞれその施行する防災街区整備事業に関し、この法律の施

行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する

防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な勧告、助言若しくは援助をする

ことができる。 



 

 

 ２ 都道府県知事は、個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、防災街区整備事業

の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。 

  （個人施行者に対する監督） 

 第二百六十九条 都道府県知事は、個人施行者の施行する防災街区整備事業につき、

その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、

事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があると

きは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めると

きは、当該個人施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、当該

個人施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又は当該個人施行者のした工事

の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 

 ２ 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変

換期日前に限り、当該個人施行者に対する防災街区整備事業の施行の認可を取り消

すことができる。 

 ３ 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、速やかに、その旨

を公告しなければならない。 

 ４ 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる防災街区整備事業

の廃止をもって第三者に対抗することができない。 

  （事業組合に対する監督） 

 第二百七十条 都道府県知事は、事業組合の施行する防災街区整備事業につき、その

事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、

事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があ

るときは、当該事業又は会計の状況を検査することができる。 

 ２ 都道府県知事は、事業組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、当

該事業組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、

事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由と

して当該事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その検査をしなければなら

ない。 

 ３ 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行った場合において、事業組合の事

業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事

業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、当該事業組合に

対し、その違反を是正するため必要な限度において、当該事業組合のした処分の取

消し、変更若しくは停止又は当該事業組合のした工事の中止若しくは変更その他必

要な措置を命ずることができる。 

 ４ 都道府県知事は、事業組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は事業組

合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十

日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、当該事業組



 

 

合の設立の認可を取り消すことができる。 

 ５ 都道府県知事は、第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第三項

の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事

が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなけれ

ばならない。第百五十三条第三項又は第百五十四条第四項において準用する同法第

三十一条第三項の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請

求があった場合において、理事長及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないと

きも、同様とする。 

 ６ 都道府県知事は、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十六条

第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、

事業組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、

政令で定めるところにより、これを組合員の投票に付さなければならない。第百五

十五条第三項において準用する同法第二十六条第一項の規定により組合員から総代

の解任の請求があった場合において、事業組合がこれを組合員の投票に付さないと

きも、同様とする。 

 ７ 都道府県知事は、事業組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総

会、総会の部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総

代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由と

して、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、そ

の違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り

消すことができる。 

  （事業会社に対する監督） 

 第二百七十一条 都道府県知事は、事業会社の施行する防災街区整備事業につき、そ

の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画

若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、当

該事業又は会計の状況を検査することができる。 

 ２ 都道府県知事は、事業会社の施行する防災街区整備事業の施行地区内の宅地の所

有者又は借地権者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべて

の者の十分の一以上の同意を得て、当該事業会社の事業又は会計がこの法律若しく

はこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは権利変換計画に違反する

疑いがあることを理由として当該事業又は会計の状況の検査を請求したときは、そ

の検査をしなければならない。この場合においては、都市再開発法第百二十五条の

二第二項後段の規定を準用する。 

 ３ 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行った場合において、事業会社の事

業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若し

くは権利変換計画に違反していると認めるときは、当該事業会社に対し、その違反



 

 

を是正するため必要な限度において、当該事業会社のした処分の取消し、変更若し

くは停止又は当該事業会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ず

ることができる。 

 ４ 都道府県知事は、事業会社が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換

期日前に限り、当該事業会社に対する防災街区整備事業の施行の認可を取り消すこ

とができる。 

 ５ 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、速やかに、その旨

を公告しなければならない。 

 ６ 事業会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる防災街区整備事業の

廃止をもって第三者に対抗することができない。 

  （都道府県及び市町村に対する是正の要求） 

 第二百七十二条 国土交通大臣は都道府県に対し、都道府県知事は市町村に対し、こ

れらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通

大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、防災街区整備事

業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若し

くは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求め

ることができる。 

 ２ 国土交通大臣は、市町村に対し、その施行者として行う処分又は工事が、この法

律又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊

急を要するときその他特に必要があると認めるときは、防災街区整備事業の適正な

施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又

はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることがで

きる。 

 ３ 都道府県又は市町村は、前二項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取

消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じ

なければならない。 

  （技術的援助の請求） 

 第二百七十三条 個人施行者若しくは事業会社となろうとする者、事業組合又は事業

会社を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、事業

組合又は事業会社は市町村長に対し、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のた

めに、それぞれ防災街区整備事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求

めることができる。 

  （処分、手続等の効力） 

 第二百七十四条 防災街区整備事業の施行に係る土地又はその土地に存する建築物等

その他の物件について権利を有する者の変更があったときは、この法律若しくはこ

の法律に基づく命令の規定又は規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従



 

 

前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたも

のとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこ

れらの者となった者に対してしたものとみなす。 

  （土地の分割及び合併） 

 第二百七十五条 施行者は、防災街区整備事業の施行のために必要があるときは、所

有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。 

 ２ 施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたる場合において、

権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地

の分割の手続をしなければならない。 

  （不動産登記法の特例） 

 第二百七十六条 施行地区内の土地及びこれに存する建物の登記については、政令で、

不動産登記法の特例を定めることができる。 

  （建物の区分所有等に関する法律の特例等） 

 第二百七十七条 施行者は、政令で定めるところにより、公団等（市のみが設立した

地方住宅供給公社を除く。）にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、

事業会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の認可を

受け、都道府県にあっては国土交通大臣に、市町村にあっては都道府県知事に協議

し、その同意を得て、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関す

る区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 

 ２ 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第一項の規約とみな

す。 

  （関係簿書の備付け） 

 第二百七十八条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業

に関する簿書（事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。）を備え付け

ておかなければならない。 

 ２ 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、施行者は、正当な理由

がない限り、これを拒んではならない。 

  （書類の送付に代わる公告） 

 第二百七十九条 施行者は、防災街区整備事業の施行に関し書類を送付する場合にお

いて、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、そ

の者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、

政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に

代えることができる。 

 ２ 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日

に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。 

  （意見書等の提出の期間の計算等） 



 

 

 第二百八十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出

すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律

（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは

同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し

出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。 

 ２ 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があると

きは、受理することができる。 

    第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置 

  （防災都市施設の施行予定者等） 

 第二百八十一条 防災都市施設に関する都市計画については、都市計画法第十一条第

二項に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施

設に関する都市計画事業の施行予定者（以下この章において「施行予定者」とい

う。）を定めることができる。この場合においては、当該都市計画に、併せて第二

百八十三条及び第二百八十四条の規定による制限が行われる期間の満了の日（以下

この章において「期間満了日」という。）を定めなければならない。 

 ２ 施行予定者を定める防災都市施設に関する都市計画の案については、当該施行予

定者の同意を得なければならない。当該都市計画の変更の案についても、同様とす

る。 

 ３ 施行予定者が定められた防災都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行

予定者を定めないものとすることができない。 

 ４ 期間満了日は、施行予定者を定める防災都市施設に関する都市計画の決定又は防

災都市施設に関する都市計画に施行予定者を定める都市計画の変更に係る都市計画

法第二十条第一項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定

による告示の日から起算して五年を超えてはならない。 

  （施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例） 

 第二百八十二条 施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域については、

期間満了日までは、都市計画法第五十三条から第五十七条までの規定は適用せず、

次条から第二百八十六条までに定めるところによる。 

  （建築の制限） 

 第二百八十三条 施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内において、

建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県

知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限

りでない。 

  一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

  二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

  三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める



 

 

行為 

 ２ 前項の規定は、都市計画法第六十五条第一項に規定する告示があった後は、当該

告示に係る土地の区域内においては、適用しない。 

 ３ 都市計画法第四十二条第二項、第七十九条、第八十一条及び第八十二条の規定は、

第一項の規定による許可及び建築の制限について準用する。この場合において、同

法第四十二条第二項中「前項ただし書」とあるのは「密集市街地整備法第二百八十

三条第一項本文」と、同法第八十一条第一項第一号及び第二号中「この法律若しく

はこの法律」とあるのは「密集市街地整備法第二百八十三条若しくは同条の規定」

と、同項から同条第三項まで及び同法第八十二条第一項中「国土交通大臣、都道府

県知事又は指定都市等の長」とあり、及び「国土交通大臣、都道府県知事若しくは

指定都市等の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第八十一条第一項中「建築

物その他の工作物若しくは物件（以下この条において「工作物等」という。）」と

あり、並びに同項第一号及び同条第四項中「工作物等」とあるのは「建築物」と読

み替えるものとする。 

  （土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用） 

 第二百八十四条 都市計画法第五十二条の三の規定は、施行予定者が定められている

防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡

及び当該施行予定者による買取りについて準用する。この場合において、同条第一

項中「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項（第

二十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による告示」とあるのは、

「密集市街地整備法第二百八十一条第四項に規定する告示」と読み替えるものとす

る。 

  （土地の買取請求についての都市計画法の準用） 

 第二百八十五条 都市計画法第五十二条の四第一項から第三項までの規定は、施行予

定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する

買取請求について準用する。 

  （損失の補償） 

 第二百八十六条 施行予定者が定められている防災都市施設に関する都市計画につい

て、期間満了日までの間に施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域が

変更された場合において、その変更により当該区域外となった土地の所有者又は使

用収益権を有する者のうちに当該都市計画の変更があったことにより損失を受けた

者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。 

 ２ 都市計画法第二十八条第二項及び第三項並びに第五十二条の五第二項の規定は、

前項の規定による損失の補償について準用する。 

  （認可又は承認の申請） 

 第二百八十七条 施行予定者は、期間満了日の二月前までに、当該防災都市施設に係



 

 

る都市計画事業について都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定による

認可又は承認の申請をしなければならない。 

  （都市計画事業の認可等に関する処理期間） 

 第二百八十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の申請を受理した日から二

月以内に、同条の認可又は承認に関する処分を行うものとする。 

 ２ 前項の処分に関し、都市計画法第五十九条第五項又は第六項の規定により意見を

聴かれた者は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項の処理期間内に当該処分を行

うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。 

  第三章の次に次の一章を加える。 

    第四章 特定防災街区整備地区 

  （特定防災街区整備地区に関する都市計画） 

 第三十一条 密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市

街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な

利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることができる。 

 ２ 特定防災街区整備地区は、防火地域又は準防火地域が定められている土地の区域

のうち、防災都市計画施設（防災都市施設に係る都市計画施設をいう。以下同

じ。）と一体となって特定防災機能を確保するための防災街区として整備すべき区

域その他当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献する防災街区

として整備すべき区域に定めるものとする。 

 ３ 特定防災街区整備地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及

び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 

  一 建築物の敷地面積の最低限度 

  二 特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な場合に

あっては、壁面の位置の制限 

  三 防災街区整備方針に即して防災都市計画施設と一体となって特定防災機能を確

保する建築物を整備するため必要な場合にあっては、建築物の防災都市計画施設

に係る間口率（建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の防災都市

計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。）の最低限度及び建築物の高

さの最低限度 

 （建築基準法の一部改正） 

第二条 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「壁面線との関係」を「壁面線との関係等」に、「第五節 防火地域（第六

十一条―第六十七条）」を 

「 第五節 防火地域（第六十一条―第六十七条）  

 第五節の二 特定防災街区整備地区（第六十七条の二） 」 

 に改める。 



 

 

  第二条第二十一号中「準防火地域」の下に「、特定防災街区整備地区」を加える。 

  第三条第三項第二号中「第四十三条第二項」の下に「、第四十三条の二」を加える。 

  第四十二条第一項第二号中「又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）」を「、大都市地域における住宅

及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）又は密集

市街地整備法（第六章に限る。以下この項において同じ。）」に改め、同項第四号及

び第五号中「又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置

法」を「、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は

密集市街地整備法」に改める。 

  「第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係」を「第二節 建築物又

はその敷地と道路又は壁面線との関係等」に改める。 

  第四十三条の次に次の一条を加える。 

  （その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加） 

 第四十三条の二 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると

認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道

路にのみ二メートル（前条第二項に規定する建築物で同項の条例によりその敷地が

道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ）以上

接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要

な制限を付加することができる。 

  第五十二条第三項中「、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び

第三項、第八十六条の五第三項に規定するもの」を「に規定するもの」に改める。 

  第三章第五節の次に次の一節を加える。 

     第五節の二 特定防災街区整備地区 

  （特定防災街区整備地区） 

 第六十七条の二 特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物又は準耐火建

築物としなければならない。ただし、第六十一条各号のいずれかに該当するものは、

この限りでない。 

 ２ 建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない

区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。ただし、

その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合におい

ては、その防火壁外の部分については、この限りでない。 

 ３ 特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地

区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなけれ

ばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、こ

の限りでない。 

  一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 



 

 

  二 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 ４ 第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最

低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三

項中「第一項」とあるのは、「第六十七条の二第三項」と読み替えるものとする。 

 ５ 特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、特定防

災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、

建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 

  一 第三項第一号に掲げる建築物 

  二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政

庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 ６ 特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設（密集市街地

整備法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において

同じ。）に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率（防災都市計画施設に面

する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合を

いう。以下この条において同じ。）及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都

市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高

さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければな

らない。 

 ７ 前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの

建築物の部分（同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度

を超える部分を除く。）は、空のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなけ

ればならない。 

 ８ 前二項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定に関し必要な事

項は、政令で定める。 

 ９ 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

  一 第三項第一号に掲げる建築物 

  二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政

庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 10 第四十四条第二項の規定は、第三項第二号、第五項第二号又は前項第二号の規定

による許可をする場合に準用する。 

  第八十四条の二及び第八十五条の二中「及び第六十一条から第六十四条まで」を「、

第六十一条から第六十四条まで及び第六十七条の二第一項」に改める。 

  第八十六条第一項中「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第七項」に改め、同

条第四項中「として、交通上」を「として」に改める。 

  第八十六条の四第一項及び第八十六条の七中「又は第六十二条第一項」を「、第六



 

 

十二条第一項又は第六十七条の二第一項」に改める。 

  第八十七条第二項中「第四十三条第二項」の下に「、第四十三条の二」を加え、同

条第三項中「第四十三条第二項」の下に「、第四十三条の二」を加え、「一に」を

「いずれかに」に改める。 

  第九十一条中「及び別表第三」を「、第六十七条の二第一項及び第二項並びに別表

第三」に改める。 

  第九十九条第一項第五号中「又は第六十六条」を「、第六十六条又は第六十七条の

二第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで」に改める。 

  第百三条中「を準用する場合を含む。）」の下に「、第四十三条の二（第八十七条

第二項において準用する場合を含む。）」を加える。 

 （都市計画法の一部改正） 

第三条 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

  第七条の二第一項第四号中「平成九年法律第四十九号」の下に「。以下「密集市街

地整備法」という。」を加え、「防災再開発の方針」を「防災街区整備方針」に改め

る。 

  第八条第一項第五号の次に次の一号を加える。 

  五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区 

  第八条第四項中「都市再生特別地区」の下に「及び特定防災街区整備地区」を加え

る。 

  第十一条第四項中「流通業務団地」を「密集市街地整備法第三十条第一項に規定す

る防災都市施設に係る都市施設及び流通業務団地」に改める。 

  第十二条第一項に次の一号を加える。 

  七 密集市街地整備法による防災街区整備事業 

  第十二条の四第一項第二号中「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する

法律」を「密集市街地整備法」に改める。 

  第十三条第一項第六号中「防災再開発の方針」を「防災街区整備方針」に、「密集

市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に改め、

「の土地の区域」を削り、同条第四項中「第八条第一項第四号の二」の下に「、第五

号の二」を加える。 

  第十四条第二項第二号中「防災再開発の方針」を「防災街区整備方針」に、「密集

市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項」を「密集市街地整

備法第三条第一項第一号」に改め、同項第十一号中「密集市街地における防災街区の

整備の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に、「同法」を「密集市街地整備

法」に改める。 

  第十五条第一項第六号中「及び住宅街区整備事業」を「、住宅街区整備事業及び防

災街区整備事業」に改める。 



 

 

  第二十九条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第

十号とし、第八号の次に次の一号を加える。 

  九 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

  第二十九条第二項第二号中「第九号から第十一号まで」を「第十号から第十二号ま

で」に改める。 

  第四十三条第五号中「第二十九条第一項第九号」を「第二十九条第一項第十号」に

改める。 

 （都市再開発法の一部改正） 

第四条 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の一部を次のように改正する。 

  第二条の二第一項第三号中「平成九年法律第四十九号」の下に「。以下「密集市街

地整備法」という。」を加え、同号イ及びロ中「密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に改め、同条第三項第四号に後段とし

て次のように加える。 

    この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地につ

いて前段に規定する者が共有持分を有しているときは、当該宅地又は借地の地積

に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該

宅地又は借地について当該者が有する宅地又は借地の地積とみなす。 

  第七条の二に次の一項を加える。 

 ５ 第三項の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地が

あるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の

数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は

同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地に

ついて同意した者の数とみなし、当該宅地又は借地の地積に同意した所有権を有す

る者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合

計を乗じて得た面積を当該宅地又は借地について同意した者が所有する宅地の地積

又は同意した者の借地の地積とみなす。 

  第七条の十六第二項中「第七条の九第三項及び第七条の十三の規定」を「第七条の

九第三項の規定」に、「第七条の十四並びに前条」を「前三条」に改める。 

  第十一条第四項に後段として次のように加える。 

   この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施

行地区となるべき区域（第十一条第三項の規定による認可の申請にあつては、施行

地区）」と読み替えるものとする。 

  第十四条に次の一項を加える。 

 ２ 第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。 

  第十五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。 

  第十六条第二項中「又はその土地」を「若しくはその土地」に改め、「有する者」



 

 

の下に「又は参加組合員」を加える。 

  第三十三条中「第十四条後段」を「第十四条第一項後段」に改める。 

  第四十五条第五項中「同項」を「同条第二項」に改める。 

  第五十条の四に次の一項を加える。 

 ２ 第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。 

  第五十条の五第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。 

  第五十条の六中「「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する者」とあるのは

「有する者又は第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者」」を「「参加組合員」

とあるのは「第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者」」に改める。 

  第五十条の九第二項中「第五十条の四中」を「第五十条の四第一項中」に改め、

「いずれか」と」の下に「、同条第二項中「参加組合員」とあるのは「第五十条の三

第一項第五号の特定事業参加者」と」を加える。 

  第五十一条第一項中「及び第四章」を「、第百六条第三項及び第四項（これらの規

定を第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。）並びに第四章」に改

める。 

  第五十三条第二項中「「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する者」とあるの

は「有する者又は第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」」を「「参加組合員」

とあるのは「第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」」に改める。 

  第五十八条第三項中「「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する者」とあるの

は「有する者又は第五十八条第三項において準用する第五十二条第二項第五号の特定

事業参加者」と、第十六条第五項」を「「参加組合員」とあるのは「第五十八条第三

項において準用する第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」と、同条第五項」に

改める。 

  第六十八条第二項中「中「前条第一項」を「並びに第三十七条の二中「第三十六条

第一項」に、「「収用し」を「同法第三十七条第一項及び第二項中「収用し」に、

「第三十七条の二中「第三十六条第一項」とあるのは「都市再開発法第六十八条第一

項」と、」を「同法第三十七条の二中」に改める。 

  第七十一条第一項中「第八十七条」の下に「又は第八十八条第一項及び第二項」を

加え、同条第五項中「縦覧が開始されないときは」を「縦覧の開始（個人施行者が施

行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計

画の認可。以下この項において同じ。）がされないときは」に、「同項」を「第一

項」に、「さらに」を「更に」に、「同条」を「第八十三条」に、「縦覧が開始され

ないときも」を「縦覧の開始がされないときも」に改め、同条第六項中「縦覧が開始

されない」を「縦覧の開始（個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつて

は、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。）

がされない」に改め、「三十日以内に、同項」及び「三十日以内に、第一項」を削る。 



 

 

  第七十二条第三項中「同条」を「同条第一項」に改める。 

  第七十三条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第十四号中「第五十条

の三第一項第五号又は第五十二条第二項第五号（第五十八条第三項において準用する

場合を含む。）に規定する特定事業参加者（以下単に「特定事業参加者」という。）

の」を「特定事業参加者の」に改め、同項第十五号中「、第十三号及び前号」を「及

び前二号」に改める。 

  第八十三条第一項及び第二項中「者及び」の下に「参加組合員又は」を加える。 

  第九十七条第五項中「並びに第九十二条」を「、第九十二条並びに第九十三条」に

改める。 

  第百八条第一項を次のように改める。 

   第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等は、次に掲

げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。この場合にお

いて、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等が当該第一種市街地再開発

事業の目的に適合して利用されるよう十分に配慮しなければならない。 

  一 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の

用に供するため必要があるとき。 

  二 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は

施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するため

特に必要があるとき。 

  三 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該再開発会社の

株主又は社員の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。 

  四 施行地区が第二条の三第一項第二号又は第二項の地区内にある場合において、

当該地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当

該地区内の建築物について借家権を有する者であつて、当該地区内における他の

市街地再開発事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業、密集市街地整備

法による防災街区整備事業若しくは都市計画事業の施行に伴い当該宅地、借地権、

建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの

居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。 

  五 その他国土交通省令で定める場合 

  第百十条第一項中「者及び」の下に「参加組合員又は」を加え、同条中第三項を第

四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第一

項及び国有財産法第十八条第一項の規定は、適用しない。 

  第百十八条の六第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改

め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。



 

 

この場合において、同条第五項中「所有権を有する者」とあるのは「譲受け希望の

申出をした所有権を有する者」と、「借地権を有する者」とあるのは、「譲受け希

望の申出をした借地権を有する者」と読み替えるものとする。 

  第百十八条の十の表第八十六条第一項の項中「第百十八条の六第三項」を「第百十

八条の六第四項」に改める。 

  第百十九条中「前条」を「第百十八条の二十九」に改める。 

  第百二十五条の二第二項に後段として次のように加える。 

   この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地がある

ときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数を

それぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意

した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地につい

て同意した者の数とみなす。 

 （都市基盤整備公団法の一部改正） 

第五条 都市基盤整備公団法（平成十一年法律第七十六号）の一部を次のように改正す

る。 

  第二十八条第一項第三号中「又は住宅街区整備事業」を「、防災街区整備事業（密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号。以

下「密集市街地整備法」という。）による防災街区整備事業をいう。以下同じ。）又

は住宅街区整備事業」に、「、都市再開発法」を「都市再開発法」に改め、「特定事

業参加者を」の下に「、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第百六十六条

第一項第五号又は第百八十条第二項第五号（密集市街地整備法第百八十八条第三項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特定事業参加者を」を加え、同項第四号中

「特定建築者」の下に「又は密集市街地整備法第二百三十五条第二項に規定する特定

建築者」を加え、「同条第三項」を「都市再開発法第九十九条の二第三項」に改め、

「特定施設建築物」の下に「又は密集市街地整備法第二百三十五条第三項に規定する

特定防災施設建築物」を加え、同項第五号中「及び市街地再開発事業」を「、市街地

再開発事業及び防災街区整備事業」に改め、同条第三項第四号イ中「又は市街地再開

発事業」を「、市街地再開発事業又は防災街区整備事業」に改める。 

  第三十一条第一項中「又は都市再開発法」を「若しくは都市再開発法」に改め、

「除く。）」の下に「又は防災街区整備事業（国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅

の建設と併せて行うものを除く。）に係るもの」を加える。 

  第三十五条第一項第一号中「又は市街地再開発事業」を「、市街地再開発事業又は

防災街区整備事業」に改める。 

 （都市再生特別措置法の一部改正） 

第六条 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）の一部を次のように改正す

る。 



 

 

  第三十七条第一項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号と

し、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。 

  六 密集市街地整備法による防災街区整備事業に関する都市計画 

  第三十七条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 

  三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十

九号。以下「密集市街地整備法」という。）第三十一条第一項の規定による特定

防災街区整備地区に関する都市計画 

  第四十二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を

加える。 

  二 密集市街地整備法第百二十二条第一項、第百二十九条第一項、第百三十六条第

一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百六十五条第一項、第百七十二条

第一項、第百七十九条第一項後段（密集市街地整備法第百八十四条において準用

する場合を含む。）又は第百八十八条第一項の規定による認可 

  第四十三条第四項中「前条第三号」を「前条第四号」に改める。 

 （独立行政法人都市再生機構法の一部改正） 

第七条 独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）の一部を次のように改

正する。 

  第十一条第一項第三号から第五号までを次のように改める。 

  三 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業（都市再開発法

（昭和四十四年法律第三十八号）による市街地再開発事業をいう。以下同じ。）、

防災街区整備事業（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平

成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。）による防災街区整

備事業をいう。以下同じ。）、土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九

年法律第百十九号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）、住宅街区整

備事業（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

（昭和五十年法律第六十七号）による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。）及

び流通業務団地造成事業（流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法

律第百十号）による流通業務団地造成事業をいう。）を行うこと。 

  四 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事

業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員（市街地再開発事業に

あっては都市再開発法第七十三条第一項第十四号に規定する特定事業参加者を、

防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第十八号に規定

する特定事業参加者を含む。）として参加すること（第六号の業務を併せて行う

ものに限る。）。 

  五 特定建築者（都市再開発法第九十九条の二第二項に規定する特定建築者をいう。

以下この号において同じ。）又は防災特定建築者（密集市街地整備法第二百三十



 

 

五条第二項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。）に特定施

設建築物（都市再開発法第九十九条の二第三項に規定する特定施設建築物をいう。

以下この号において同じ。）又は特定防災施設建築物（密集市街地整備法第二百

三十五条第三項に規定する特定防災施設建築物をいう。以下この号において同

じ。）の建設を行わせる市街地再開発事業又は防災街区整備事業に、他に特定建

築者となろうとする者（都市再開発法第九十九条の三第二項の規定により特定建

築者となることができるものに限る。）又は防災特定建築者となろうとする者

（密集市街地整備法第二百三十六条第二項の規定により防災特定建築者となるこ

とができるものに限る。）がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定

建築者又は当該防災街区整備事業の防災特定建築者として特定施設建築物又は特

定防災施設建築物の建設を行い、並びにそれらの管理、増築又は改築（以下「増

改築」という。）及び譲渡を行うこと。 

  第十一条第一項第八号中トをチとし、ロからヘまでをハからトまでとし、イの次に

次のように加える。 

   ロ 防災街区整備事業 

  第十一条第二項第四号中「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

（平成九年法律第四十九号）第三十一条」を「密集市街地整備法第三十条」に改め、

同条第三項第四号イ中「市街地再開発事業」の下に「、防災街区整備事業」を加える。 

  第十四条第一項中「又は土地区画整理法」を「若しくは土地区画整理法」に改め、

「により実施するもの」の下に「又は防災街区整備事業（国の施策上特に供給が必要

な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。）に係るもの」を加える。 

  第十七条第一項第一号及び第十八条第一項中「市街地再開発事業」の下に「、防災

街区整備事業」を加える。 

  附則第十二条第二項中「又は市街地再開発事業」を「、市街地再開発事業又は防災

街区整備事業」に改める。 

  附則第二十五条中「改める」を「改め、同表密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項第一号及び第二号中「公団等」を

「機構等」に改める」に改める。 

  附則第六十三条を次のように改める。 

  （密集市街地整備法の一部改正） 

 第六十三条 密集市街地整備法の一部を次のように改正する。 

  目次中「都市基盤整備公団の業務の特例」を「独立行政法人都市再生機構の行う受

託業務」に、「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。 

  「第三節 都市基盤整備公団の業務の特例」を「第三節 独立行政法人都市再生機

構の行う受託業務」に改める。 

  第三十条第一項中「都市基盤整備公団は、都市基盤整備公団法（平成十一年法律第



 

 

七十六号」を「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十

五年法律第百号」に、「公団法」という。）第二十八条」を「機構法」という。）第

十一条第一項」に、「公団法第二十八条第三項各号」を「機構法第十一条第三項各

号」に改め、同条第二項を削る。 

  第四十六条第四項中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に改める。 

  第四十七条第四項中「第百二十四条及び」を「第百二十四条第一項及び第三項並び

に」に改める。 

  第百十九条第五項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「又は独立行

政法人都市再生機構」に改める。 

  「第五款 都市基盤整備公団等」を「第五款 独立行政法人都市再生機構等」に改

める。 

  第百八十八条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人

都市再生機構」に、「公団等」と総称する」を「都市再生機構等」という」に改め、

同条第二項、第三項及び第五項中「公団等」を「都市再生機構等」に改める。 

  第百八十九条中「公団等」を「都市再生機構等」に改める。 

  第百九十条第一項中「公団等」を「都市再生機構等」に改め、同条第二項中「、都

市基盤整備公団」を「、独立行政法人都市再生機構」に、「都市基盤整備公団総裁」

と、地域振興整備公団に置かれるものについては「地域振興整備公団総裁」を「独立

行政法人都市再生機構理事長」に改める。 

  第百九十一条第二項第五号、第二百条及び第二百四条第一項中「公団等」を「都市

再生機構等」に改める。 

  第二百三十六条第一項中「、都市基盤整備公団」を削り、同条第三項中「公団等」

を「都市再生機構等」に改める。 

  第二百五十条第三項及び第四項中「公団等」を「都市再生機構等」に改める。 

  第二百五十八条中「第二百六十八条第二項」を「第二百六十八条第三項」に改める。 

  第二百六十四条第一項及び第二項中「公団等」を「都市再生機構等」に改める。 

  第二百六十八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構（第百十九条第五項の規定により防

災街区整備事業を施行する場合に限る。第二百七十二条第一項及び第三項において

同じ。）に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は

援助をすることができる。 

  第二百七十二条の見出しを「（是正の要求）」に改め、同条第一項中「都道府県

に」を「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」に改め、同条第三項中「又は市

町村」を「、市町村又は独立行政法人都市再生機構」に改める。 

  第二百七十七条第一項中「公団等」を「都市再生機構等」に改める。 

  第二百八十九条第一項中「「機構」を「「防災機構」に改め、同条第二項及び第三



 

 

項中「機構」を「防災機構」に改める。 

  第二百九十条、第二百九十一条第一項から第三項まで及び第二百九十二条中「機

構」を「防災機構」に改める。 

  第二百九十五条第一項並びに第三百条第一項第一号及び第二号中「公団等」を「都

市再生機構等」に改める。 

  第三百九条第二号、第三百十条第二号及び第三百十一条第二号中「第二百六十八条

第二項」を「第二百六十八条第三項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。 

 （防災再開発の方針に関する都市計画に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の密集市街地における防災

街区の整備の促進に関する法律（以下「旧密集市街地整備法」という。）の規定によ

り定められている防災再開発の方針に関する都市計画は、同条の規定による改正後の

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（以下「新密集市街地整備

法」という。）の規定により定められた防災街区整備方針に関する都市計画とみなす。 

２ 旧密集市街地整備法の規定により防災再開発の方針に関する都市計画に関してした

手続、処分その他の行為は、新密集市街地整備法の規定により防災街区整備方針に関

する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。 

 （名称の使用制限に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現にその名称中に防災街区計画整備組合という文字を用い

ている者については、新密集市街地整備法第四十二条第二項の規定は、この法律の施

行後六月間は、適用しない。 

２ この法律の施行の際現にその名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いてい

る者については、新密集市街地整備法第百三十五条第二項の規定は、この法律の施行

後六月間は、適用しない。 

 （防災街区整備推進機構に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に旧密集市街地整備法第百十六条第一項の規定により指

定されている防災街区整備推進機構は、新密集市街地整備法第二百八十九条第一項の

規定により指定された防災街区整備推進機構とみなす。 

 （罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

 （政令への委任） 

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な



 

 

経過措置は、政令で定める。 

 （公有水面埋立法の一部改正） 

第七条 公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）の一部を次のように改正する。 

  第一条第三項中「又ハ大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特

別措置法」を「、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置

法又ハ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に改める。 

  第二十六条中「又ハ新都市基盤整備法第四十条」を「、新都市基盤整備法第四十条

又ハ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十一条第一項」

に改める。 

 （地方自治法の一部改正） 

第八条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成八年法律第七十七号）の

項の次に次のように加える。 

密集市街地における防災

街区の整備の促進に関す

る法律（平成九年法律第

四十九号） 

この法律の規定により地方公共団体が処理するこ

ととされている事務のうち、次に掲げるもの 

 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七

条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項

において準用する土地収用法第三十六条第五項

並びに第二百三十三条第二項（第二百四十一条

第五項において準用する場合を含む。）及び第

三項の規定により処理することとされている事

務（都道府県又は公団等（市のみが設立した地

方住宅供給公社を除く。）が施行する防災街区

整備事業に係るものに限る。） 

 二 市町村が第百八十三条第二項（第百八十四条

において準用する場合を含む。）、第百八十八

条第三項及び第四項において準用する第百四十

条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二

条第一項及び第三項、第百九十九条第二項にお

いて準用する土地収用法第三十六条第四項、第

二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一

項及び第三項から第五項まで（これらの規定を

第二百四十一条第五項において準用する場合を

含む。）、第二百三十四条第二項において準用

する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条

第六項において準用する第百六十条第二項の規

定により処理することとされている事務（都道

府県又は公団等（市のみが設立した地方住宅供

給公社を除く。）が施行する防災街区整備事業

に係るものに限る。） 

  別表第二浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）の項の次に次のように加える。 



 

 

密集市街地における防災

街区の整備の促進に関す

る法律（平成九年法律第

四十九号） 

この法律の規定により市町村が処理することとさ

れている事務のうち、次に掲げるもの 

 一 第百二十二条第二項（第百二十九条第二項、

第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第

百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百

六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七

十五条第二項及び第百七十八条第二項において

準用する場合を含む。）、第百二十八条第三項

（第百二十九条第二項において準用する場合を

含む。）、第百三十条において準用する都市再

開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三

十九条第二項及び第三項（これらの規定を第百

五十七条第二項及び第百六十八条第二項（第百

七十二条第二項において準用する場合を含

む。）において準用する場合を含む。）、第百

四十条第二項（第百五十七条第二項、第百六十

九条及び第百七十二条第二項において準用する

場合を含む。）、第百四十三条第四項（第百五

十七条第二項において準用する場合を含

む。）、第百四十八条第三項において準用する

都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第

二項（第百七十四条第二項（第二百五十条第七

項において準用する場合を含む。）及び第二百

五十条第六項において準用する場合を含

む。）、第百七十一条第三項（第百七十二条第

二項において準用する場合を含む。）、第二百

五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一

項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規

定する事務 

 二 第百八十三条第二項（第百八十四条において

準用する場合を含む。）並びに第百八十八条第

三項及び第四項において準用する第百四十条第

二項及び第百四十三条第四項に規定する事務

（市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公

社が施行する防災街区整備事業に係るものに限

る。） 

 三 第百九十二条第一項及び第三項、第百九十九

条第二項において準用する土地収用法第三十六

条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百

三十四条第一項及び第三項から第五項まで（こ

れらの規定を第二百四十一条第五項において準

用する場合を含む。）並びに第二百三十四条第

二項において準用する第二百三十三条第三項に

規定する事務（個人施行者、事業組合、事業会

社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給

公社が施行する防災街区整備事業に係るものに



 

 

限る。） 

 （地方税法の一部改正） 

第九条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

  附則第三十一条の三第七項中「第百十六条第一項」を「第二百八十九条第一項」に

改め、「防災街区整備推進機構」及び「供する土地」の下に「（政令で定めるものに

限る。）」を加え、「第百十七条第三号」を「第二百九十条第三号」に改める。 

 （租税特別措置法の一部改正） 

第十条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。 

  第三十四条の二第二項第八号及び第六十五条の四第一項第八号中「第百十六条第一

項」を「第二百八十九条第一項」に改め、「防災街区整備推進機構」の下に「（政令

で定めるものに限る。）」を加える。 

 （都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正） 

第十一条 都市開発資金の貸付けに関する法律（昭和四十一年法律第二十号）の一部を

次のように改正する。 

  第一条第二項第一号中「第百十六条第一項」を「第二百八十九条第一項」に改め、

「防災街区整備推進機構」及び「規定する土地」の下に「で政令で定めるもの」を加

え、「第百十七条第三号」を「第二百九十条第三号」に改める。 

（総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名）  


